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浦　
　

野　
　

起　
　

央

1　

は
し
が
き

朝
鮮
半
島
の
骨
格
は
、
中
国
東
北
部
と
の
国
境
地
帯
の
永
白
山
脈
、
そ
の
中
央
に
位
置
す
る
白
頭
山
か
ら
延
び
る
山
脈
を
核
と
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
中
国
王
朝
の
支
配
が
朝
鮮
史
の
主
題
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
一
方
、
そ
の
民
族
、
高
句
麗
族
（
貊
）
は
鴨
緑
江
中
流

域
に
分
布
し
、
そ
の
南
方
、
韓
族
は
北
方
系
で
、
半
島
を
統
合
し
た
新
羅
の
時
期
に
は
、
そ
の
住
地
は
北
方
政
策
を
推
進
し
、
鴨
緑
江
・

豆
満
江
に
達
し
、
満
州
の
間
島
地
域
に
ま
で
に
及
ん
で
い
た
。
そ
の
過
程
で
、
韓
族
の
農
耕
化
が
定
着
し
、
民
族
的
な
成
熟
と
発
展
を
遂

げ
る
と
こ
ろ
と
な
る
（
1
）

。

そ
の
争
点
と
な
っ
た
の
が
間
島
問
題
で
、
李
朝
の
国
境
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
一
方
、
こ
の
閑
島
、
墾
島
、
墾
土
、
そ
し
て
間
島
と

論　

説

一
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い
う
地
域
は
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
で
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
の
聖
地
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
朝
鮮
近
代
史
の
主
題
と
な
る
と
と
も
に
、
清

国
は
、
日
本
と
の
交
渉
で
自
国
領
土
と
す
る
一
方
、
朝
鮮
人
の
流
入
を
認
め
た
。
そ
れ
は
当
然
に
、
国
境
画
定
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る

が
、
そ
の
解
決
は
周
恩
来
中
国
総
理
の
手
腕
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

（
1
） 

浦
野
起
央
「
朝
鮮
半
島
の
領
土
紛
争
」
政
経
研
究
、
第
五
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
。

2　

中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点

1
、
中
国
・
朝
鮮
定
界

中
国
・
朝
鮮
国
境
は
鴨
緑
江
／
図
們
江
で
画
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
源
流
は
長
白
山
／
白
頭
山
に
あ
る
た
め
に
、
一
八
世
紀
以
降
、
清
朝

を
通
じ
満
族
の
発
祥
地
で
あ
る
こ
の
地
域
を
め
ぐ
り
国
境
対
立
が
生
じ
、
国
境
交
渉
と
中
国
軍
の
侵
攻
が
続
い
た
。
白
頭
山
に
は

一
七
一
二
年
に
定
界
碑
が
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
問
題
を
残
し
た
。
日
本
が
朝
鮮
を
併
合
し
、
内
藤
虎
次
郎
を
一
九
〇
八
年
八
月

現
地
に
派
遣
し
、
調
査
し
た
上
で
（
1
）

、
中
国
と
の
国
境
交
渉
を
行
っ
た
。
内
藤
湖
南
の
提
言
は
、
韓
国
統
監
府
臨
時
間
島
派
出
所
の
設
置
と

そ
れ
に
よ
る
国
境
調
査
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
日
本
は
、
中
国
と
の
妥
協
に
応
じ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
人
の
保
護
政

策
に
発
し
て
い
た
が
、
そ
の
結
果
は
、
日
本
の
満
州
権
益
の
確
認
に
転
化
し
て
い
た
。
か
く
て
、
一
九
〇
九
年
中
国
の
要
求
通
り
国
境
が

再
画
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
間
島
地
域
は
、
以
後
、
朝
鮮
人
民
の
抗
日
闘
争
の
聖
域
と
な
っ
た
。
朝
鮮
半
島
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

分
割
さ
れ
、
中
国
の
圧
力
も
あ
り
、
間
島
の
伝
統
的
な
朝
鮮
人
地
域
は
金
日
成
の
民
族
的
裏
切
り
の
密
約
を
も
っ
て
中
国
に
併
合
さ
れ
、

二



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
一
五
）

そ
の
国
境
は
一
九
六
二
年
再
画
定
さ
れ
た
（
2
）

。

白
頭
山
の
記
述
は
、『
山
海
経
』
第
三
北
山
経
に
、

こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
さ
ら
に
東
北
へ
二
百
里
、
天
池
の
山
と
い
い
、

頂
上
に
草
木
な
く
文
石
が
多
い
。
獣
が
い
る
。
そ

の
状
は
兔
の
如
く
で
鼠
の
首
、
水
中
に
黄
堊
多
し
。

…
…
」

一
六
一
四
年
明
は
滅
び
、
朝
鮮
は
清
国
に
属
し
、
こ

こ
に
、
鴨
緑
江
が
国
境
と
な
っ
た
（
3
）

。
康
煕
帝
は
、

一
五
八
一
年
に
長
白
山
賦
を
詠
ん
だ
。

「
名
山
鍾
霊
秀
、
二
水
﹇
松
花
江
と
鴨
緑
江
﹈
發

真
源
。

翠

籠
天
窟
、
紅
雲
傭
地
根
。
千
秋
佳
兆
啓
、

一
大
典
僅
尊
。

翹
首
膽
晴

、

蕘
通
帝
閽
。」

一
七
一
〇
年
豆
満
江
を
越
え
て
朝
鮮
人
が
朝
鮮
人
参

を
採
り
に
い
わ
ゆ
る
間
島
に
立
ち
入
り
、
朝
鮮
人
に
襲

図 1　内藤虎次郎の間島地域図

（出所）内藤虎次郎「間島吉林旅行談」大阪朝日新聞，1908年11月 3 日／内藤湖

南全集第 6巻，筑摩書房，1972年，415頁。

三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
一
六
）

わ
れ
た
中
国
人
が
朝
鮮
の
官
庁
に
苦
情
を
訴
え
た
。

そ
こ
で
、
鳥
喇
管
穆
克
登
が
派
遣
さ
れ
、
一
七
一
二

年
、
長
白
山
の
山
頂
に
両
国
の
分
岐
点
を
示
す
定
界

碑
が
建
立
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
残
っ
た
。
そ
れ
は
、

穆
克
登
が
定
界
碑
を
建
立
し
た
場
所
が
、
松
花
江
に

流
入
す
る
土
門
江
の
上
流
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
定
界
碑
は
、
朝
鮮
側
に
お
い
て

水
源
に
至
る
と
こ
ろ
に
、
土
堆
石
堆
を
築
い
て
、
境

界
を
明
示
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
標
識
を
天
池
の

畔
に
建
立
す
べ
き
と
、
豆
満
江
上
流
と
の
連
絡
地
点

と
し
た
の
は
、
穆
克
登
に
一
つ
の
認
識
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
そ
の
国
境
画
定
の
誤
謬
を
彌
縫
す
る

た
め
に
、
そ
の
定
界
碑
の
移
転
を
現
業
人
員
が
強
行

し
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
は
、
五

カ
月
後
に
天
池
の
畔
か
ら
、
茂
山
に
至
る
七
〇
里
の

按
白
山
に
移
設
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
鴨
緑
江
と
豆
満

図 2　白頭山／間島略図

（出所）篠田治策『白頭山定界碑』樂浪書院，1938年。

四
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（
三
一
七
）

江
を
国
境
と
し
て
確
認
す
る
と
の
意
図
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
（
4
）

。

そ
の
碑
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

大　

清

　
　
　

鳥
喇
管
穆
克
登　

奉

旨
査
邊
至
此
審
視
西
為
鴨
緑
東

　
　
　

為
土
門
故
於
分
水
嶺
上
勒

　
　
　

右
為
記

　
　
　

康
煕
五
十
一
年
五
月
十
五
日

　
　
　
　

通
官
吏
二
哥

　
　
　
　
　

朝
鮮
軍
官　

利
義
復　

趙
臺
相

　
　
　
　
　

差
使
官　
　

許　

梁　

朴
道
常

　
　
　
　
　

通
官　
　
　

金
應
　

金
慶
門

こ
れ
に
よ
っ
て
、
清
国
・
朝
鮮
国
境
は
、
西
は
鴨

緑
江
、
東
は
土
門
江
と
決
定
さ
れ
た
。
但
し
、
土
門

江
を
、
中
国
側
は
図
們
江
と
解
し
、
韓
国
側
は
松
花

江
の
上
流
に
あ
る
土
門
江
と
解
し
て
お
り
、
こ
の
た

図 3　穆克登査辺定界

（出所）「中朝二次勘界地図」1887年，刁書仁「康煕年間穆克登査辺定界考辨」

中国辺疆史地研究，第13巻第 3期，2003年，50頁。

五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
一
八
）

め
朝
鮮
は
、
松
花
江
・
黒
龍
江
を
国
境
線
と
し
て
主
張
し
、
中
国
の
主
張
す
る
図
們
江
と
対
立
し
た
。
鳥
喇
管
穆
克
登
が
理
解
し
て
い
た

土
門
江
は
、
白
頭
山
を
源
流
と
し
て
東
流
し
、
茂
山
に
至
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
朝
鮮
の
塁
も
あ
っ
た
。
定
界
碑
に
刻
ま
れ
た
土
門
は
、

図
們
江
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
両
当
事
者
間
に
誤
解
が
生
じ
た
ま
ま
、
定
界
碑
の
画
定
を
み
た
（
5
）

。

一
九
世
紀
に
な
り
、
朝
鮮
の
農
民
が
飢
饉
や
苛
政
で
流
民
と
な
っ
て
図
們
江
を
越
え
て
肥
沃
な
間
島
へ
の
侵
入
を
繰
り
返
し
、
定
住
を

重
ね
る
に
至
っ
た
。
こ
の
地
は
、
清
朝
発
祥
の
地
と
し
て
、
異
民
族
に
侵
入
に
対
し
て
封
禁
政
策
が
と
ら
れ
て
お
り
、
越
境
の
実
態
が
明

ら
か
に
な
る
ま
で
に
時
が
経
過
し
、
清
朝
政
府
は
、
一
八
八
五
年
に
封
禁
政
策
を
中
断
し
、
朝
鮮
農
民
の
移
住
を
受
け
入
れ
た
。
一
方
、

清
朝
官
憲
に
よ
る
朝
鮮
農
民
の
収
奪
は
著
し
く
、
朝
鮮
政
府
は
朝
鮮
農
民
に
対
す
る
保
護
を
要
求
し
、
折
衝
と
な
っ
た
。
一
方
、
碑
文
に

あ
っ
た
「
鴨
緑
江
と
土
門
江
」
は
白
頭
山
を
北
流
し
、
松
花
江
に
注
ぐ
土
門
江
が
境
界
と
す
べ
き
と
、
朝
鮮
農
民
は
主
張
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
中
国
・
朝
鮮
国
境
を
松
花
江
の
上
流
の
土
門
江
と
す
る
も
の
で
、
た
め
に
、
黒
龍
江
へ
流
れ
込
む
土
門
江
と
す
れ
ば
、
間
島
地
帯

は
朝
鮮
領
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
五
世
紀
の
地
誌
「
東
國
輿
地
勝
覧
（
6
）

」、
同
様
に
、
一
八
世
紀
の
李
朝

地
理
学
者
李
重
煥
の
『
擇
里
志
』
も
、
鴨
緑
江
と
豆
満
江
を
国
境
と
し
て
お
り
（
7
）

、
そ
の
朝
鮮
の
領
土
要
求
は
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
一
八
八
一
年
清
国
は
、
間
島
の
開
放
を
決
定
し
、
朝
鮮
政
府
に
対
し
、
以
下
の
咨
文
を
発
し
た
。

「
光
緒
七
年
九
月
初
日
上
諭
を
奉
ず
。
呉
大
徴
は
、
土
門
江
東
北
岸
の
荒
地
は
、
舊
章
を
變
通
し
て
開
墾
を
辨
理
せ
ん
と
事
を
奏
請

せ
り
。
土
門
江
東
北
岸
一
帯
の
荒
地
は
朝
鮮
と
僅
か
に
一
江
を
隔
て
て
、
向
き
に
私
墾
を
禁
ぜ
り
。
呉
大
徴
は
、
現
に
舊
章
を
變
通

し
て
民
を
招
き
て
墾
種
せ
ん
と
擬
す
。
疑
す
る
所
に
照
し
て
行
は
し
む
。
即
ち
禮
部
を
し
て
朝
鮮
國
王
に
照
會
せ
し
む
。
此
次
の
開

墾
は
官
よ
り
經
理
を
為
す
に
係
れ
ば
、
飾
し
て
所
屬
邊
界
官
を
し
て
疑
虞
を
生
ず
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
竝
に
銘
安
呉
大
徴
を
し
て

該
官
員
を
督
励
し
居
民
を
約
束
し
て
界
を
越
へ
事
を
滋
く
す
る
こ
と
を
得
る
な
か
ら
し
め
、
若
し
遵
は
ざ
る
あ
ら
ば
、
即
ち
嚴
に

六
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従
っ
て
懲
辨
す
る
こ
と
を

行
へ
、
此
を
以
て
禮
節
を

諭
知
し
、
竝
に
諭
し
て
銘

安
呉
大
徴
を
し
て
之
を
知

ら
し
め
よ
。
此
を
欽
す
と
、

旨
に
遵
て
信
を
寄
せ
て
前

來
す
、
應
に
朝
鮮
國
王
に

知
照
し
敬
謹
知
照
し
て
可

な
り
。」

呉
大
徴
は
、
欽
差
大
臣
と
し

て
吉
林
に
お
り
、
開
墾
の
事
務

を
司
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

彼
は
、
間
島
協
約
で
間
島
雑
居

地
域
を
確
認
し
て
、
そ
れ
に
従

う
東
方
境
界
を
維
持
す
る
こ
と

を
使
命
と
し
た
。

大
韓
帝
国
の
首
都
皇
城
で
は
、

図 4　北間島図

（出所）丁若鏞『大韓疆域考』京城，皇城新聞社，1905年。

（注）松化江は松花江，蘓下江は蘇下江である。
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（
三
二
〇
）

張
志
淵
が
「
皇
城
新
聞
」
に

い
わ
ゆ
る
間
島
の
領
有
権
を

め
ぐ
る
論
調
を
華
々
し
く
展

開
し
た
。「
皇
城
新
聞
」
の

一
九
〇
三
年
四
月
一
四
日
号

に
、
丁
若
鏞
の
『
吾
國
疆
域

考
』
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

皇
城
新
聞
社
は
張
志
淵
が
補

訂
し
て
『
大
韓
疆
域
考
』

（
一
九
〇
五
年
）
を
刊
行
し
て

お
り
、
そ
こ
に
は
「
北
間
島

圖
」
が
あ
っ
た
。
そ
こ
の

「
松
化
衛
」
は
松
花
江
で
あ

る
（
7
）

。2
、
白
頭
山

白
頭
山
は
、
北
朝
鮮
と
中

国
の
国
境
に
ま
た
が
る
朝
鮮

図 5　大東輿地図の白頭山

（出所）金正浩『大東輿地圖』京城，京城帝國大学文學部，1936年／『大東地志』

ソウル，漢陽大學附設國學研究院／亞細亞文化社，1976年／『大東輿地図』

草風館，1994年。
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中
国
・
朝
鮮
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点
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浦
野
）

（
三
二
一
）

第
一
の
高
峰
、
標
高
二
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
、
摩
天
嶺
系
の
地
層
を
貫
通
し
て
噴
出
し
た
溶
岩
台
地
を
形
成
し
て
お
り
、
不
咸
山
、
太
白

山
と
も
い
い
、
中
国
で
は
、
長
白
山
と
称
す
る
。
も
と
も
と
、

、
狛
、
粛
慎
の
居
住
地
で
、
彼
ら
の
聖
地
で
あ
っ
た
。
の
ち
、
粛
慎
の

後
裔
で
あ
る
女
真
（
満
州
族
）
が
霊
山
と
し
た
。
女
真
の
金
は
、
一
一
七
二
年
山
の
神
に
興
国
霊
応
王
の
称
号
を
贈
り
、
そ
れ
は

一
一
九
三
年
に
開
天
宏
聖
帝
と
な
り
、
白
頭
山
で
毎
年
、
典
礼
が
続
け
ら
れ
た
。
満
族
は
果
勒
敏
珊
延
阿
林
と
呼
び
、
清
朝
の
発
祥
地
と

し
て
崇
め
た
。『
満
洲
實
録
』
に
は
、
長
白
山
の
湖
で
水
遊
び
を
し
て
い
た
三
姉
妹
の
末
の
妹
が
天
の
神
の
使
い
で
あ
る
カ
サ
サ
ギ
が
運

ん
で
き
た
赤
い
実
を
食
べ
て
男
子
を
産
み
落
と
し
、
彼
は
女
真
を
収
め
る
天
命
を
受
け
て
清
朝
を
開
祖
し
た
と
あ
る
。

一
方
、『
三
国
遺
事
』
で
は
、
朝
鮮
民
族
は
白
頭
山
に
起
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
信
仰
は
厚
く
、
渤
海
が
こ
の
地
を
支
配
し
、
の
ち
渤
海

を
滅
ぼ
し
た
契
丹
（
遼
）
の
領
土
と
な
り
、
以
後
、
金
の
領
土
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
領
土
と
な
り
、
李
朝
世
宗
（
在
位
一
四
一
八
〜
五
〇
年
）

が
鴨
緑
江
・
豆
満
江
沿
岸
の
要
塞
化
を
進
め
て
、
こ
れ
に
よ
り
白
頭
山
は
朝
鮮
民
族
と
北
方
民
族
の
境
界
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
満
州
の

豆
満
江
以
北
の
間
島
に
朝
鮮
人
が
進
出
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
白
頭
山
の
分
水
界
が
境
界
と
な
っ
た
（
8
）

。

以
後
、
満
州
国
の
樹
立
で
、
白
頭
山
山
麓
の
密
林
地
帯
は
反
満
抗
日
ゲ
リ
ラ
の
拠
点
と
な
り
、
白
頭
山
一
帯
で
は
朝
鮮
人
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
象
徴
で
あ
る
金
日
成
の
抗
日
闘
争
が
遂
行
さ
れ
、
白
頭
山
の
最
高
峰
は
将
軍
峰
と
な
っ
た
。
そ
し
て
金
正
日
は
白
頭
山
の
小
白
水

の
谷
で
生
誕
さ
れ
た
と
い
う
現
代
神
話
が
生
み
出
さ
れ
、
白
頭
山
の
聖
地
化
は
著
し
い
（
9
）

。

こ
の
地
は
、
一
九
三
四
〜
三
五
年
京
大
探
検
隊
が
登
頂
し
た
（
10
）

。

白
頭
山
の
中
国
側
山
麓
は
朝
鮮
人
参
の
産
地
で
、
大
瀑
布
や
温
泉
も
あ
り
、
入
山
の
便
は
極
め
て
良
い
。
山
の
中
央
部
は
地
下
の
マ
グ

マ
の
上
昇
が
続
い
て
お
り
、
天
池
の
周
り
に
は
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
一
六
の
峰
が
取
り
囲
む
神
秘
的
存
在
で
あ
る
（
11
）

。

中
国
と
朝
鮮
間
の
国
境
は
、
一
九
六
二
年
中
朝
国
境
条
約
と
そ
の
後
の
交
渉
で
解
決
し
て
い
る
。
そ
の
解
決
は
、
中
国
が
北
朝
鮮
を
飲

九
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（
三
二
二
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み
込
む
形
で
、
天
池
の
五
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
北
朝
鮮
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
、
四
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
中
国
領
で
、
憲
法
上
、
統
治

権
力
の
あ
る
韓
国
の
民
族
主
義
者
は
、
松
花
江
が
境
界
に
入
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

3
、
黒
龍
江
、
鴨
緑
江
、
図
們
江

ロ
シ
ア
、
中
国
、
及
び
モ
ン
ゴ
ル
を
流
れ
る
ア
ム
ー
ル
川
は
、
中
国
で
は
黒
龍
江
又
は
黒
河
と
い
い
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
で
ウ
ス
リ
ー
江

と
合
流
し
て
間
宮
海
峡
／
タ
タ
ー
ル
海
峡
へ
注
ぐ
。
極
東
、
沿
海
州
の
大
動
脈
を
な
し
、
ロ
シ
ア
側
に
コ
ム
ソ
モ
リ
ス
ク
、
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
な
ど
の
都
市
の
発
達
を
み
た
。
そ
れ
は
、
ロ
シ
ア
の
進
出
と
併
合
に
あ
っ
た
（
11
）

。

鴨
緑
江
は
、
白
頭
山
に
発
し
、
中
国
と
北
朝
鮮
の
境
界
を
流
れ
て
お
り
、
新
義
洲
と
中
国
安
東
（
現
丹
安
東
）
の
境
を
下
り
、
そ
こ
は

封
禁
的
開
発
に
あ
っ
た
。
満
州
建
国
後
、
日
本
政
府
は
一
九
三
四
年
に
全
満
州
の
河
川
調
査
に
着
手
し
、
一
九
三
六
年
満
鮮
合
同
の
調
査

委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
一
九
四
一
年
に
下
流
の
水
豊
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
（
12
）

。

豆
満
江
の
中
国
名
は
図
們
江
で
、
白
頭
山
に
発
し
、
朝
鮮
北
部
で
中
国
と
ソ
連
に
界
し
て
東
海
（
日
本
海
）
に
注
ぐ
。
こ
の
三
国
国
境

地
帯
は
朝
鮮
人
地
帯
で
、
豆
満
江
は
朝
鮮
人
の
心
情
の
流
れ
に
あ
る
（
13
）

。

一
九
八
〇
年
代
半
の
こ
の
地
帯
は
、
大
き
く
混
乱
し
て
い
た
。
そ
の
社
会
環
境
は
厳
し
か
っ
た
（
14
）

。
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
大
き
く
変

容
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
図
們
江
開
発
計
画
（
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｐ
）
が
、
中
国
図
們
江
区
域
の
中
心
地
域
、
吉
林
省
長
春
市
、
吉
林
市
地
域

及
び
延
辺
朝
鮮
自
治
州
（
長
吉
図
）
で
進
捗
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
開
発
開
放
先
導
区
の
開
発
協
力
計
画
は
、
一
九
九
一
年
七
月
ウ

ラ
ン
バ
ー
ト
ル
会
議
で
国
連
開
発
計
画
構
想
を
受
け
て
中
国
が
提
起
し
た
。
図
們
江
経
済
区
・
図
們
江
経
済
開
発
区
は
、
東
北
ア
ジ
ア
地

域
開
発
の
北
朝
鮮
・
中
国
・
ロ
シ
ア
三
国
国
境
行
政
区
三
七
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
自
由
経
済
区
を
対
象
と
し
て
お
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

横
断
鉄
道
に
結
び
付
け
る
と
い
う
雄
大
な
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
を
予
定
し
、
一
九
九
〇
年
七
月
長

一
〇
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鮮
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点
（
浦
野
）

（
三
二
三
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春
の
北
東
ア
ジ
ア
経
済
発
展
国
際
会
議
、
一
九
九
一
年
七
月
第
一
回
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
会
議
、
八
月
長
春
第
二
回
会
議
、
一
〇
月
平
壌
第

三
回
会
議
で
、
図
們
江
開
発
計
画
管
理
委
員
会
が
発
足
し
、
取
組
み
が
始
ま
っ
た
。
北
朝
鮮
は
、
平
壌
会
議
で
投
資
計
画
を
明
ら
か
に
し
、

一
〇
月
外
国
人
投
資
法
・
外
国
人
企
業
法
を
制
定
し
た
。
二
〇
〇
九
年
八
月
国
務
院
は
「
中
国
図
們
江
地
域
協
力
開
発
計
画
要
領

│
長

吉
図
（
張
舜
・
吉
林
・
図
們
江
）
を
開
発
開
放
先
導
区
と
す
る
」
国
家
戦
略
を
批
准
し
た
。
そ
れ
は
、
内
陸
部
国
境
地
域
の
国
際
協
力
と
対

外
開
放
の
急
速
化
、
及
び
東
北
地
方
の
経
済
成
長
の
拠
点
形
成
、
内
陸
部
の
経
済
的
・
社
会
的
発
展
、
及
び
辺
境
民
族
地
域
の
繁
栄
と
安

定
の
推
進
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
開
発
の
一
部
で
あ
る
（
15
）

。

4
、
間
島
問
題

『
擇
里
志
』
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
平
安
道
の
東
は
、
白
頭
の
大
脈
が
南
下
し
て
天
を
断
ち
、
嶺
を
な
し
て
い
る
。
嶺
の
東
は
す
な
わ
ち
咸
鏡
道
で
、
い
に
し
え
の
沃

沮
の
地
で
あ
る
。

南
限
は
鉄
嶺
で
、
東
北
限
は
豆
満
江
で
あ
る
。
長
さ
は
二
千
里
を
超
え
て
海
に
迫
る
。
し
か
し
東
西
は
百
里
に
も
満
た
な
い
。
元

は
粛
慎
に
属
し
、
漢
代
に
至
っ
て
玄
莵
に
属
し
た
。

後
に
朱
氏
（
朱
蒙
）
の
本
拠
地
と
な
っ
た
が
、
滅
亡
し
て
か
ら
は
、
女
真
族
の
本
拠
地
と
な
っ
た
。
高
麗
は
咸
興
の
南
の
定
平
府

ま
で
を
境
界
と
し
て
い
た
が
、
中
葉
に
至
っ
て
（
一
一
〇
七
）、
尹

の
将
兵
に
女
真
族
と
逐
わ
せ
、
豆
満
江
の
北
七
百
里
の
先
春
嶺

に
至
っ
て
境
界
と
し
た
が
、
後
に
土
地
を
還
し
て
、
咸
興
の
南
を
境
界
と
し
て
い
た
。

我
が
朝
に
入
っ
て
荘
憲
大
王
（
第
四
代
世
宗
）
は
、
金
宗
瑞
（
一
三
九
〇
│
一
四
三
五
）
に
北
方
の
地
千
余
里
を
開
拓
さ
せ
て
豆
満
江

に
到
達
し
た
。

一
一
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豆
満
江
の
ほ
と
り
に
六
鎮
及
び
兵
営
を
設
け
た
の
で
、
女
真
族
の
窟
穴
（
居
住
地
）
で
あ
っ
た
白
頭
山
は
東
南
の
地
域
は
、
す
べ

て
我
が
領
域
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

粛
宗
の
丁
酉
（
一
七
一
七
）
年
、
康
煕
皇
帝
は
穆
克
登
に
命
じ
て
白
頭
山
に
登
羅
世
、
両
国
の
地
界
を
審
定
さ
せ
た
。
豆
満
江
に

沿
っ
て
会
寧
の
雲
頭
山
白
に
到
達
し
、
場
外
の
な
だ
ら
か
な
坂
を
眺
め
る
と
、
多
数
の
塚
が
あ
り
、
土
地
の
人
は
こ
れ
を
皇
帝
陵
と

見
做
し
て
い
た
。
克
登
が
人
を
使
っ
て
掘
開
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
塚
の
傍
ら
か
ら
ち
い
さ
な
碑
石
を
発
見
し
た
。
碑
面
に
は
「
宋
帝
之

墓
」
の
四
字
が
き
さ
れ
て
い
た
。
克
登
は
そ
こ
で
大
い
に
こ
の
碑
石
を
封
築
さ
せ
て
立
ち
去
っ
た
。
初
め
て
五
国
城
の
こ
と
を
知
っ

た
。
す
な
わ
ち
雲
頭
山
城
で
あ
る
。
…
…
雲
頭
山
は
東
海
（
日
本
海
）
を
隔
て
る
こ
と
わ
ず
か
二
百
里
で
あ
り
、
海
路
は
高
麗
に
近

接
し
、
高
麗
の
全
羅
道
は
中
国
の
杭
州
（
浙
江
章
）
と
二
小
海
を
隔
て
て
い
た
だ
け
な
の
で
、
風
の
便
で
（
帆
船
で
）
七
日
で
通
う
こ

と
が
で
き
た
（
16
）

。」

以
上
は
、
一
七
〇
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
朝
鮮
地
理
書
に
よ
る
北
部
境
界
と
し
て
の
間
島
地
域
と
そ
の
中
国
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関

す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
四
鎮
は
、
朝
鮮
初
期
に
豆
満
江
の
下
流
ま
で
朝
鮮
に
朝
鮮
の
領
域
に
入
っ
た
慶
源
、
慶
興
、
富
寧
、
稲
城
、

鍾
城
、
会
寧
の
地
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
中
国
吉
林
省
頭
部
地
域
、
現
在
の
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
が
間
島
で
、
清
国
は
「
封
禁
」
地
と
し
て
満
州
族
以
外
の
入
植
を
禁
止
し

て
き
た
。
し
か
し
、
国
境
を
越
え
て
立
ち
入
っ
た
朝
鮮
民
族
の
開
拓
が
進
み
、
一
八
八
二
年
清
朝
が
漢
民
族
に
入
植
を
認
め
た
と
き
は
、

殆
ど
が
開
墾
さ
れ
て
い
た
。
一
九
〇
九
年
日
本
は
間
島
を
清
国
領
と
認
め
た
。
し
か
し
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
が
開
始
さ
れ
る
と
、
多
く
の

朝
鮮
民
族
が
こ
の
地
に
逃
れ
、
こ
の
地
が
ロ
シ
ア
に
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
革
命
運
動
の
支
援
を
受
け
て
独
立
運
動
が
大
規
模

に
か
つ
組
織
的
に
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
金
日
成
の
独
立
闘
争
が
続
い
た
。
一
九
〇
七
年
朝
鮮
統
督
府
は
、
間
島
派
出
所
を
設
け
、

一
二
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（
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（
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一
九
〇
九
年
間
島
協
約
で
清
朝
の
間
島
領
有
を
認
め
、
以
後
、
日
本
軍
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
九
〜
一
〇
月
の
「
不
逞
鮮

人
」
に
よ
る
琿
春
の
日
本
領
事
館
の
襲
撃
を
理
由
に
、
日
本
軍
は
速
や
か
に
出
動
し
、
翌
二
一
年
一
月
こ
こ
を
拠
点
と
し
た
独
立
運
動
分

子
を
含
む
数
千
人
を
虐
殺
し
た
（
間
島
事
件
（
17
）

）。
し
か
し
、
以
後
も
、
抗
日
武
装
闘
争
は
続
い
た
。
そ
の
指
導
者
金
日
成
は
、
朝
鮮
大
統
領

金
日
成
で
あ
る
と
公
式
朝
鮮
史
と
記
述
し
て
い
る
が
、
二
人
は
別
人
で
あ
る
。

こ
の
間
島
の
由
来
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
〜
七
一
年
、
朝
鮮
の
六
鎮
（
茂
山
、
会
寧
、
鍾
城
、
慶
源
、
穏
城
、
慶
興
）
で

大
飢
饉
が
発
生
し
、
朝
鮮
農
民
は
国
境
に
豆
満
江
を
越
え
て
移
住
し
、
そ
の
原
野
は
悉
く
耕
作
地
と
な
り
、
そ
の
対
岸
を
間
島
と
名
付
け
、

茂
山
間
島
、
会
寧
間
島
な
ど
の
名
称
が
生
じ
た
。
当
初
は
、
小
さ
な
中
州
、
弁
財
の
名
古
屋
（
古
間
島
）
を
間
島
と
い
っ
て
い
た
が
、
入

植
・
開
墾
が
漸
次
、
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
間
島
の
呼
称
も
拡
大
さ
れ
た
（
18
）

。
こ
こ
は
、
清
太
宗
が
朝
鮮
と
の
間
に
設
け
た
間
曠
地
帯
で
、

両
国
人
が
立
ち
入
る
の
を
厳
禁
し
た
地
帯
で
あ
っ
た
（
19
）

。

そ
れ
が
現
在
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
地
が
檀
君
神
話
の
故
地
（
古
朝
鮮
）
の
疆
域
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
韓
国
国
会
議
長
丁
一
権
は
、

こ
う
述
べ
る
。

「
こ
の
満
州
の
土
地
は
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
主
権
の
及
ば
な
い
土
地
に
代
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
歴
史
的
に
は
、
古
代
韓
民
族
の
領

土
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
嚴
然
と
し
た
事
實
で
あ
り
、
特
に
豆
満
江
と
一
衣
帯
水
の
間
島
地
方
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
深
い
關
連
を
持

ち
續
け
た
我
が
疆
域
で
あ
る
（
20
）

。」

5
、
中
国
朝
鮮
族
遷
入
史
論
争

中
国
朝
鮮
族
の
居
住
地
域
は
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
が
中
心
で
あ
る
が
、
北
朝
鮮
及
び
ロ
シ
ア
と
国
境
を
接
す
る
延
辺
の
朝
鮮
人
と
し

て
、
一
九
世
紀
に
朝
鮮
か
ら
移
住
し
て
き
た
シ
ベ
リ
ア
の
朝
鮮
人
は
、
冬
季
は
延
辺
で
過
ご
し
、
夏
季
に
シ
ベ
リ
ア
で
生
活
し
、
そ
の
生

一
三
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活
を
数
年
間
、
繰
り
返
し
、
朝
鮮
に
戻
る
と
い
う
よ
う
に
、
国
境
を
自
由
に
往
来
し
て
き
た
。
そ
の
特
色
は
跨
境
民
族
と
さ
れ
る
。
い
ま

ひ
と
つ
、「
悠
久
の
歴
史
と
後
裔
あ
る
革
命
の
伝
統
を
有
し
、
我
が
国
の
反
帝
反
封
建
闘
争
史
の
光
輝
あ
る
一
頁
を
記
し
て
い
る
」
と
い

う
の
が
中
国
の
朝
鮮
人
に
つ
い
て
の
中
国
政
府
の
公
式
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
新
中
国
の
成
立
に
貢
献
し
た
に
も
せ
よ
、
文

化
大
革
命
で
厳
し
い
弾
圧
を
受
け
、
以
後
、
朝
鮮
族
遷
入
（
移
住
）
史
論
争
が
起
き
た
。

朝
鮮
人
の
冒
禁
越
境
を
め
ぐ
る
中
国
・
朝
鮮
交
渉
は
、
一
六
七
七
年
康
煕
帝
が
大
臣
覚
羅
木
訥
ら
に
命
じ
現
地
調
査
に
入
り
進
め
ら
れ

た
が
、
朝
鮮
人
の
発
砲
事
件
で
中
断
し
た
。
一
七
一
〇
年
朝
鮮
人
の
殺
害
事
件
が
起
こ
り
、
鳥
喇
管
穆
克
登
が
国
境
調
査
の
密
命
を
受
け

て
、
現
地
に
入
り
、
定
界
碑
を
建
設
し
て
引
き
揚
げ
た
の
ち
、
中
国
は
図
們
江
北
岸
に
屯
舎
を
作
ろ
う
と
し
た
が
、
朝
鮮
が
司
訳
院
司
正

通
官
金
慶
門
を
北
京
に
送
り
抗
議
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
一
八
六
九
〜
七
〇
年
李
朝
政
府
は
、
図
們
江
北
岸
一
五
〇

里
の
地
に
炮
幕
六
〇
坐
を
儲
け
て
監
視
を
厳
し
く
し
、
朝
鮮
北
部
窮
民
の
越
境
者
を
監
視
し
た
が
、
窮
民
の
越
境
を
完
全
に
阻
止
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
、
満
州
の
開
拓
が
進
み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
間
曠
地
の
開
墾
・
開
放
に
伴
い
、
図
們
江
北
岸
の
封
禁
は
開
除
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
間
島
地
帯
を
調
査
し
た
吉
林
将
軍
銘
安
は
、
土
門
江
に
居
住
す
る
朝
鮮
人
に
対
し
て
、
中
国
の
政
教
に
従
い
服
装
を
中

国
風
に
改
め
る
こ
と
を
条
件
に
中
国
人
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
命
令
し
た
。
こ
の
旨
、
袖
手
国
の
立
場
か
ら
、
吉
林
で
の
処
理
を
朝
鮮
国

王
に
通
告
し
た
。
一
八
八
三
年
五
月
朝
鮮
国
王
は
、
通
告
を
了
承
し
、
八
月
中
国
礼
部
に
土
門
江
を
境
に
吉
林
の
処
理
は
認
め
た
も
の
の
、

琿
春
・
敦
化
地
方
の
入
植
者
は
原
籍
へ
の
復
帰
と
朝
鮮
送
還
を
要
求
し
、
こ
れ
に
応
じ
た
。
そ
こ
で
の
中
国
政
府
の
対
応
は
、
図
們
江
と

土
門
江
の
支
配
に
あ
っ
た
。

一
八
八
五
年
九
月
朝
鮮
勘
界
使
李
重
夏
は
、
会
寧
で
交
渉
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
図
們
江
、
即
ち
豆
満
江
を
国
境
と
主
張
す
る
中
国

は
、
自
説
に
疑
問
を
も
っ
た
が
、
辺
界
の
勘
査
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
再
び
一
八
八
七
年
勘
界
交
渉
と
な
っ
た
が
、
李
重
夏
は
土
門
江
説

一
四
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へ
の
固
持
に
も
危
惧
を
感
じ
て
、
土
門
説
を
棄
て
、
図
們
江
上
流
の
中
国
の
主
張
す
る
西
豆
水
説
を
認
め
る
こ
と
も
な
く
、
図
們
江
の
源

流
の
紅
土
水
説
を
主
張
し
、
紅
土
と
石
乙
二
水
の
合
流
地
点
の
上
流
は
未
定
の
ま
ま
に
、
図
們
江
で
画
定
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
中

国
は
、
そ
の
文
書
を
公
允
せ
ず
、
結
局
、
間
島
の
帰
属
は
未
決
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

一
九
〇
〇
年
北
清
事
変
で
ロ
シ
ア
軍
が
間
島
を
占
領
し
、
中
国
人
は
吉
林
に
避
難
し
、
朝
鮮
人
は
独
自
の
行
動
に
出
た
。
そ
し
て
、
中

国
は
朝
鮮
人
の
退
去
要
求
を
持
ち
出
し
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
結
局
、
中
国
は
、
戸
口
調
査
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

一
九
〇
三
年
三
月
延
吉
庁
を
設
置
し
、
租
税
徴
収
を
図
っ
た
が
、
朝
鮮
人
は
こ
れ
も
拒
否
し
た
。

日
露
戦
争
で
、
状
況
は
一
変
し
た
。
韓
国
は
日
本
の
勢
力
下
に
置
か
れ
、
中
国
は
韓
国
の
要
求
で
、
一
九
〇
四
年
六
月
中
韓
辺
界
善
後

章
程
が
成
立
し
た
。
そ
の
第
一
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
両
国
界
後
は
白
山
の
碑
で
記
証
す
べ
き
で
あ
り
、
仍
は
両
政
府
の
員
を
派
し
て
会
勘
す
る
こ
と
を
俟
つ
べ
し
。
未
だ
勘
せ
ざ
る
以

前
は
、
旧
に
従
て
図
們
江
を
間
隔
せ
る
一
帯
水
を
以
て
各
、
迅
地
を
守
り
、
均
し
く
兵
を
持
し
て
僭
越
、
峠
を

を
滋
す
る
こ
と
を

得
ず
。」

そ
し
て
、
中
国
側
は
、
抗
日
ゲ
リ
ラ
の
義
兵
闘
争
と
協
力
し
て
、
そ
の
支
配
の
回
復
を
企
図
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
21
）

。

こ
こ
に
、
間
島
の
帰
属
問
題
は
、
再
び
外
交
交
渉
と
な
っ
た
。

6
、
間
島
条
約

日
本
が
間
島
問
題
に
関
与
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
日
露
戦
争
の
結
果
、
大
韓
帝
国
が
日
本
の
保
護
国
と
な
り
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
第

二
次
日
韓
協
約
で
統
監
府
を
設
置
し
て
、
そ
の
外
交
権
を
行
使
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
一
一
月
韓
国
政
府
か

ら
懇
請
を
受
け
た
日
本
政
府
は
、
間
島
在
住
の
朝
鮮
農
民
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
〇
七
年
八
月
統
監
府
臨
時
間
島
派
出
所
を
設

一
五
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け
、
郵
便
・
電
信
・
病
院
な
ど
の
行
政
を
通
じ
朝
鮮
人
を
保
護
し
た
。
当
時
、
間
島
の
朝
鮮
人
は
、「
多
年
ノ
暴
圧
陵
辱
ヲ
復
ス
ル
」
状

態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
22
）

。

そ
の
韓
国
政
府
の
要
請
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
照
会
第
一
百
二
號

敝
邦
與
滿
洲
邊
界
一
案
ハ
曩
ニ
與
駐
我
京
清
國
公
使
迭
經
交
渉
請
派
院
査
勘
尚
未
案
而
按
韓
清
條
約
第
十
二
款
邊
民
巳
經
越
墾

者
聴
其
安
業
傳
保
性
命
財
産
等
因
現
下
墾
居
民
時
被
馬
賊
及
無
頼
輩
欺
負
凌
虐
該
居
民
等
切
乞
保
護
不
止
事
係
外
交
ヲ
以
テ

貴
統
監
ハ
特
ニ
念
該
居
民
之
情
形
貴
國
政
府
ヨ
リ
派
院
前
往
来
シ
テ
撫
綏
居
民
事
轉
商
清
國
政
府
レ
ン
コ
ト
ヲ
為
要

　
　

大
韓
光
武
十
年
十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
政
府
参
政
大
臣　

朴
齋
純

大
日
本
統
監
侯
爵　

伊
藤
博
文
閣
下
」

そ
こ
で
の
日
本
の
中
国
東
北
／
滿
洲
に
対
す
る
立
場
は
、
一
九
〇
五
年
一
二
月
二
二
日
調
印
、
一
九
〇
六
年
一
月
二
三
日
発
効
の
一
連

の
満
洲
に
関
す
る
日
清
条
約
で
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
抜
萃
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

満
洲
に
関
す
る
日
清
条
約

第
一
条　

清
國
政
府
ハ
日
露
講
和
条
約
第
五
条
及
第
六
条
ニ
ヨ
リ
日
本
国
に
對
シ
テ
為
し
シ
タ
ル
一
切
ノ
譲
渡
ヲ
承
諾
ス

第
二
条　

日
本
國
政
府
ハ
清
露
兩
國
間
ニ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
し
借
地
竝
鐵
道
敷
設
ニ
關
ス
ル
原
条
約
ニ
照
シ
務
メ
テ
遵
行
ス
ヘ
キ
コ

ト
ヲ
承
諾
ス
将
來
何
等
案
件
ノ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
随
時
清
國
政
府
ト
協
議
ノ
上
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

附
属
秘
密
協
定

一
六
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（
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二
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1
、
徴
集
吉
林
間
鐵
道
ハ
清
國
自
ラ
資
金
ヲ
調
ヘ
テ
築
造
ス
ヘ
ク
不
足
ノ
額
ハ
日
本
國
ヨ
リ
借
入
ル
コ
ト
ヲ
承
諾
ス
ヘ
ク
不
足
ノ
額

ハ
日
本
國
ヨ
リ
借
入
ス
コ
ト
ヲ
承
諾
ス
…
…

清
國
政
府
ハ
吉
林
地
方
ニ
於
テ
別
國
人
に
鐵
道
敷
設
權
ヲ
與
へ
若
ク
ハ
別
國
人
ト
共
同
シ
テ
鐵
道
ヲ
敷
設
ス
ル
コ
ト
ハ
斷
シ
テ
之
ナ

シ
…
…

満
洲
に
関
す
る
日
清
諒
解
事
項

・　

…
…
帝
國
政
府
ハ
交
渉
開
始
冒
頭
ニ
當
リ
這
回
ノ
交
渉
ノ
主
眼
ト
ス
ル
所
ハ

1
、
清
國
政
府
ハ
滿
洲
ニ
於
け
る
其
ノ
施
政
ヲ
改
善
シ
列
國
臣
民
ノ
生
命
ヲ
安
全
ニ
保
護
ス
ル
ト
共
ニ
将
来
同
地
方
ヲ
シ
テ
國
再
紛

争
の
禍
因
タ
ラ
シ
メ
サ
ル
コ
ト

2
、
滿
洲
ニ
於
ケ
ル
貿
易
ヲ
發
達
セ
シ
メ
以
テ
清
國
は
勿
論
列
國
ヲ
シ
テ
共
存
共
栄
ノ
福
利
ヲ
圖
ル
ヘ
キ
コ
ト

3
、
日
露
戰
争
ノ
結
果
露
國
カ
日
本
に
譲
與
シ
タ
ル
一
切
ノ
權
利
特
權
は
清
國
政
府
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
確
認
ス
ル
コ
ト

そ
こ
で
、
日
本
外
務
省
は
、
内
藤
湖
南
を
一
九
〇
八
年
八
〜
一
〇
月
現
地
に
派
遣
し
て
調
査
を
行
い
、
当
時
、
懸
案
と
な
っ
て
い
た
安

奉
線
改
築
問
題
も
配
慮
し
て
、
一
九
〇
九
年
九
月
四
日
間
島
に
関
す
る
日
清
条
約
が
成
立
し
た
。

そ
の
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
五
年　

三
月　

ロ
シ
ア
軍
、
間
島
琿
春
か
ら
撤
収
、
清
国
は
地
方
政
権
回
復
。

　
　
　
　
　

一
一
月　

第
二
次
日
韓
協
約
調
印
。

　
　
　
　
　

一
二
月　

満
州
に
関
す
る
日
清
条
約
調
印
。

一
九
〇
六
年　

八
月　

李
相
咼
ら
、
龍
井
村
で
瑞
甸
義
塾
設
立
。

一
七
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一
二
月　

程
光
第
、
日
本
人
仲
野
二
郎
と
間
島
天
宝
山
銀
鉱
合
同
経
営
協
定
成
立
。

一
九
〇
七
年　

五
月　

東
三
省
新
郡
督
練
処
監
督
呉
禄
貞
、
間
島
視
察
。

　
　
　
　
　
　

八
月　

統
監
府
臨
時
間
島
派
出
所
設
置
。

　
　
　
　
　
　

九
月　

陶
彬
延
吉
庁
知
事
任
命
。

　
　
　
　
　

一
一
月　

呉
禄
貞
、
程
光
第
の
宝
山
銀
鉱
閉
鎖
。

一
九
〇
八
年　

一
月　

清
国
間
島
・
延
吉
辺
務
巡
警
総
局
開
設
、
延
吉
警
務
学
堂
開
設
。

　
　
　
　
　
　

四
月　

間
島
派
出
所
、
官
制
施
行
。

　
　
　
　
　
　

九
月　

日
本
閣
議
、
間
島
問
題
交
渉
方
針
を
決
定

│
間
島
領
有
権
の
放
棄
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　

九
月　

瑞
甸
義
塾
閉
鎖
。

　
　
　
　
　

一
二
月　

間
島
交
渉
開
始
。

一
九
〇
九
年　

四
月　

大
清
国
国
籍
条
例
公
布
。

　
　
　
　
　
　

八
月　

日
本
閣
議
、
間
島
雑
居
朝
鮮
人
裁
判
管
轄
権
放
棄
を
決
定
。

　
　
　
　
　
　

九
月　

間
島
協
約
、
満
州
五
案
件
協
約
調
印
。

　
　
　
　
　

一
〇
月　

間
商
埠
地
開
設
、
日
本
総
領
事
館
開
設
、
間
島
派
出
所
閉
鎖
。

一
九
〇
八
年
九
月
二
五
日
の
閣
議
決
定
に
よ
る
、
そ
の
五
案
件
の
要
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

1
、
豆
満
江
を
日
清
国
境
と
確
認
し
、
同
江
上
流
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
共
同
調
査
委
員
を
も
っ
て
調
査
し
、
決
定
す
る
こ
と
。

2
、
清
国
に
間
島
に
お
け
る
日
韓
人
の
雑
居
を
公
認
さ
せ
る
こ
と
。

一
八



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
三
一
）

3
、
局
子
街
そ
の
他
枢
要
の
地
に
帝
国
領
事
館
又
は
分
館
を
設
置
し
、
条
約
に
よ
る
領
事
官
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
。

4
、
該
地
方
に
お
い
て
日
韓
人
の
既
に
獲
得
し
た
財
産
及
び
着
手
し
た
事
業
を
、
清
国
が
承
認
す
る
こ
と
。

5
、
吉
長
鉄
道
を
朝
鮮
会
寧
に
ま
で
延
長
す
る
件
を
清
国
に
要
求
し
、
適
当
な
時
期
に
交
渉
を
開
く
こ
と
。

こ
の
案
件
5
は
、
提
議
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
が
、
一
二
月
二
七
日
小
村
外
相
の
訓
令
で
交
渉
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。
但
し
、
そ
こ

に
は
、
満
州
経
営
を
進
め
る
た
め
に
も
、
か
か
る
根
拠
が
薄
弱
な
境
界
に
拘
泥
せ
ず
、
韓
民
保
護
の
強
化
に
重
点
を
置
く
と
し
た
意
向
が

あ
っ
た
。

清
国
は
、
北
京
の
政
変
も
あ
っ
て
、
豆
満
江
境
界
説
に
固
持
し
、
い
っ
さ
い
譲
歩
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
交
渉
委
員
陶
大
均
が
日
本

側
伊
集
院
彦
吉
に
事
前
に
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
の
解
決
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
他
国
と
境
界
問
題
に
も
影
響
す
る
の
で
、

間
島
の
所
属
に
つ
き
日
本
の
譲
歩
を
求
め
る
こ
と
し
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

交
渉
が
難
航
す
る
な
か
、
韓
人
裁
判
権
問
題
で
妥
協
が
成
立
し
、
五
案
件
解
決
の
方
向
性
が
合
意
さ
れ
、
清
国
は
、
茂
山
以
奥
の
境
界

線
を
確
認
し
、
協
約
が
成
立
し
、
同
時
に
間
島
開
放
地
の
条
項
と
統
監
不
播
種
書
撤
退
に
伴
う
善
後
処
理
が
成
案
し
た
。
さ
ら
に
、
韓
人

雑
居
区
域
の
条
項
及
び
韓
人
既
得
権
の
条
項
が
成
立
し
た
（
23
）

。

成
立
し
た
間
島
に
関
す
る
協
約
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条　

日
清
両
国
征
夫
は
、
図
們
江
を
清
韓
両
国
の
国
境
と
し
、
江
源
地
方
に
於
い
て
は
、
定
界
帆
を
起
点
と
し
て
、
石
乙
水
を

も
っ
て
両
国
の
境
界
と
為
す
こ
と
を
声
明
す
。

第
二
条　

清
国
政
府
は
、
本
協
約
調
印
後
、
成
る
べ
く
速
に
左
記
の
各
地
を
外
国
人
の
居
住
及
貿
易
の
為
開
放
す
べ
く
、
日
本
国
政

府
は
、
此
等
の
地
に
領
事
館
若
し
く
は
領
事
館
分
館
を
酌
設
す
べ
し
。

一
九
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月
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（
三
三
二
）

開
放
の
期
日
は
、
別
に
之
を
定
む
。

龍
井
村　

局
子
街　

頭
道
講　

百
草
溝

第
三
条　

清
国
政
府
は
、
従
来
の
通
り
、
図
們
江
北
の
墾
地
に
於
て
韓
民
居
住
を
承
准
す
。
其
地
域
の
境
界
は
、
別
図
を
以
て
之
を

示
す
。

第
四
条　

図
們
江
江
北
地
方
雑
居
地
区
内
墾
九
十
の
韓
民
は
、
清
国
の
法
権
に
服
従
し
、
清
国
地
方
官
の
管
轄
裁
判
に
帰
す
。

清
国
官
憲
は
、
右
韓
民
と
同
様
に
待
遇
す
べ
く
、
納
材
其
他
一
切
行
政
上
の
処
分
も
清
国
民
と
同
様
た
る
べ
し
。

右
韓
民
に
関
係
す
る
民
事
刑
事
一
切
の
訴
訟
事
件
は
、
清
国
官
権
に
於
て
、
清
国
の
法
律
に
按
照
し
、
公
平
に
裁
判
す
べ
く
、
日
本

領
事
官
又
は
其
の
委
任
を
受
け
た
る
官
吏
は
、
自
由
に
法
廷
に
立
会
ふ
こ
と
を
得
。
但
し
人
命
に
関
す
る
重
案
に
付
て
は
、
須
ら
く
先

づ
日
本
国
領
事
館
に
知
照
す
べ
き
も
の
と
す
。
日
本
国
領
事
官
に
於
て
、
若
し
法
律
を
按
せ
ず
し
て
判
断
せ
る
虞
あ
る
こ
と
を
認
め
た

る
と
き
は
、
公
平
の
裁
判
を
期
せ
む
が
為
め
、
別
に
官
吏
を
派
し
て
覆
審
す
べ
き
こ
と
を
清
国
に
請
求
す
る
を
得
。

第
五
条　

図
們
江
江
北
雑
居
区
域
内
に
於
け
る
韓
民
所
有
の
土
地
・
家
屋
は
、
清
国
政
府
よ
り
、
清
国
人
民
の
財
産
と
同
様
、
完
全

に
保
護
す
べ
し
。
又
該
江
沿
岸
に
は
、
場
所
を

み
、
渡
船
を
設
け
、
双
方
人
民
の
往
來
は
自
由
た
る
べ
し
。
但
し
兵
器
を
携
帯
す
る

者
は
、
公
文
又
は
護
照
な
く
し
て
境
を
越
え
る
を
得
ず
。

雑
居
区
域
内
算
出
の
米
穀
は
、
韓
民
の
搬
運
を
許
す
。
尤
も
凶
年
に
際
し
て
は
、
の
ち
禁
止
す
る
こ
と
を
得
べ
く
、
旧
に
依
り
照
弁

す
べ
し
。

第
六
条　

清
国
政
府
は
将
来
吉
長
鉄
道
を
延
吉
南
姜
境
に
延
長
し
、
韓
国
会
寧
に
於
て
韓
国
鉄
道
と
連
絡
す
べ
く
、
其
の
一
切
の
弁

法
は
、
吉
長
鉄
道
と
一
律
た
る
べ
し
。
開
弁
の
時
期
は
、
清
国
政
府
に
於
て
情
形
を
酌
量
し
、
日
本
国
政
府
と
商
議
の
上
之
を
定
む
。

二
〇
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（
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三
）

第
七
条　

本
協
約
は
、
調
印
後
直
に
抗
力
を
生
ず
べ
く
、
統
監
府
派
出
所
竝
文
武
の
各
員
は
、
成
る
べ
く
速
に
撤
退
を
開
始
し
、
二

箇
月
を
以
て
完
了
す
べ
し
。
日
本
国
政
府
は
、
二
箇
月
以
内
に
第
二
条
所
開
の
通
所
地
に
領
事
館
を
開
設
す
べ
し
。

こ
の
条
約
を
め
ぐ
る
交
渉
の
評
価
は
、
以
下
に
あ
る
。

交
渉
に
お
い
て
、
清
国
が
終
始
折
衝
に
努
め
た
の
は
、
当
時
、
清
国
内
に
包
藏
さ
れ
て
い
た
革
命
の
機
運
か
ら
、
清
国
の
発
祥
地
の
間

島
を
保
持
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
境
界
不
明
の
間
島
を
日
本
に
譲
与
す
る
こ
と
に
で
も
す
れ
ば
、
他
国
に
乗
じ
ら
れ
る
の
を
封
じ
た
こ

と
に
成
功
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
日
本
は
、
清
国
の
領
土
権
、
及
び
裁
判
権
を
承
認
す
る
な
ど
妥
協
に
終
始
し
、
他
方
、
満
州
問
題
で
満

州
五
案
件
協
約
を
も
っ
て
満
州
五
案
件
を
有
利
に
解
決
し
て
、
南
満
州
の
既
得
権
を
い
っ
そ
う
有
利
に
か
つ
確
実
に
し
て
、
大
陸
政
策
の

新
段
階
に
踏
み
込
ん
だ
。
こ
の
点
、
日
本
に
と
っ
て
は
、
名
を
捨
て
実
を
と
っ
た
交
渉
の
成
果
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
五
案
件

は
、
⑴
清
国
は
、
新
民
屯
・
法
門
間
の
鉄
道
敷
設
に
つ
き
、
日
本
と
商
議
す
る
。
⑵
清
国
は
、
南
満
州
支
線
敷
設
に
同
意
す
る
。
⑶
撫

順
・
煙
台
炭
鉱
の
採
掘
を
認
め
る
。
⑷
安
奉
鉄
道
・
南
満
州
鉄
道
沿
線
鉱
山
開
発
を
認
め
る
。
⑸
京
奉
鉄
道
の
延
長
を
認
め
る
、
で
あ
る
（
23
）

。

し
か
し
、
い
い
か
え
れ
ば
、
満
州
協
約
で
日
本
の
享
有
す
る
権
益
は
明
確
に
規
定
さ
れ
た
と
は
い
え
、
間
島
条
約
は
、
日
本
の
ま
っ
た

く
の
譲
歩
で
成
立
し
た
。
こ
の
現
実
を
、
当
事
者
と
し
て
現
地
で
観
察
し
て
い
た
篠
田
治
策
は
、
以
下
の
譲
歩
八
点
を
、
明
確
に
指
摘
し

た
（
24
）

。1
、
間
島
の
領
土
権
は
、
ま
っ
た
く
こ
れ
を
放
棄
し
た
。

2
、
豆
満
江
の
歴
史
的
名
称
を
、
清
国
の
主
張
通
り
に
、
図
們
江
と
し
た
。

3
、
図
們
江
を
国
境
と
し
た
結
果
、
白
頭
山
定
界
碑
及
び
そ
の
上
流
と
連
絡
す
る
た
め
に
、
石
乙
水
を
国
境
と
し
た
。

4
、
従
来
、
韓
国
は
、
一
八
九
九
年
清
韓
条
約
で
清
国
領
土
に
お
い
て
治
外
法
権
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
韓
人
は
、
清
国
法
権
に

二
一
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服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5
、
韓
人
は
、
清
国
の
行
政
措
置
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
旧
来
の
韓
国
風
習
は
制
限
さ
れ
、
伐
採
は
禁
止
さ
れ
、
韓
国
よ
り
の

塩
の
輸
入
も
禁
止
さ
れ
た
。

6
、
兵
器
を
携
帯
す
る
者
は
、
護
照
な
し
に
は
、
国
境
を
移
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

7
、
凶
年
に
お
い
て
も
、
食
糧
の
輸
出
は
禁
止
さ
れ
る
。

8
、
従
来
、
無
税
扱
い
で
あ
っ
た
間
島
輸
入
品
に
対
し
て
清
国
関
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
九
九
年
九
月
の
清
韓
通
商
条
約
の
第
五
条
一
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

中
國
民
人
在
韓
國
社
、
如
有
犯
法
之
事
、
中
國
領
事
官
按
照
中
國
律
例
審
辨
。
韓
國
民
人
在
中
国
社
、
如
有
犯
法
之
事
、
韓
國
領

事
按
照
韓
國
律
例
審
辨
。
韓
國
民
人
生
命
財
産
在
中
國
者
、
被
中
國
民
人
損
傷
、
中
國
官
按
照
中
國
律
例
審
辨
。
中
國
民
人
生
命
財

産
在
韓
國
人
民
損
傷
、
韓
國
官
律
例
審
辨
。
兩
國
民
人
如
有
渉
訟
。
該
案
應
由
被
告
所
屬
之
國
官
員
、
按
照
本
國
律
例
審
斷
。
原
告

所
屬
之
國
可
以
派
員
聴
審
、
承
審
官
當
以
禮
相
待
。
聴
審
官
如
欲
傳
詢
証
見
亦
聴
其
便
。
如
以
承
審
官
吏
所
斷
為
不
公
。
猶
許
詳
細

駁
辨
。

但
し
、
日
韓
併
合
後
は
、
南
満
州
の
稲
作
が
成
功
し
（
25
）

、
従
来
の
朝
鮮
人
移
住
が
い
っ
そ
う
促
さ
れ
、
夥
し
い
移
民
の
時
代
を
迎
え
た
。

一
方
、
間
島
は
反
日
運
動
の
策
源
地
と
な
り
、
国
際
政
治
の
焦
点
に
立
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
反
日
闘
争
も
、
跨
境
民
族
と
し
て
の
自
決
処

理
の
局
面
を
迎
え
る
。

7
、
中
国
朝
鮮
族
起
源
論
争

中
国
で
は
、
朝
鮮
族
は
土
着
民
族
で
は
な
く
、
朝
鮮
で
形
成
さ
れ
て
き
た
朝
鮮
人
の
一
部
が
一
九
世
紀
中
頃
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の

二
二
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朝
鮮
国
境
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争
点
（
浦
野
）

（
三
三
五
）

終
結
ま
で
に
、
東
北
地
区
に
移
住
し
て
き
た
と
解
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
八
年
に
河
北
省
青
龍
県
民
族
時
務
委
員
会
が
成
立

し
、
民
族
政
策
の
調
査
を
行
っ
た
際
、
同
県
の
朴
姓
の
三
五
〇
人
が
自
分
ら
は
朝
鮮
族
の
子
孫
で
あ
る
の
で
、
族
譜
を
回
復
し
て
ほ
し
い

と
申
し
出
た
。
こ
う
し
た
要
求
は
拡
大
し
、
一
九
八
二
年
に
族
譜
改
正
が
認
め
ら
れ
た
。
一
方
、
彼
ら
は
、
土
着
民
族
説
を
主
張
し
て
お

り
、
そ
れ
が
高
句
麗
の
境
域
が
中
国
東
北
一
帯
に
拡
大
し
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
部
が
内
紛
で
新
羅
に

亡
命
し
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朝
鮮
族
の
起
原
を
元
末
、
明
初
に
求
め
る
説
が
提
起
さ
れ
、
彼
ら
は
、
遼
東
地
区
の

居
住
し
て
い
た
の
が
根
拠
と
さ
れ
、
彼
ら
は
漢
族
、
満
族
、
蒙
古
族
と
同
化
し
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
延
辺
地
区
の

朝
鮮
族
研
究
者
は
、
そ
の
血
統
主
義
を
否
定
し
て
い
る
。
朝
鮮
人
の
中
・
韓
・
田
・
馬
・
王
・
千
の
姓
の
祖
先
は
漢
族
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

他
方
、
中
国
の
帰
化
＝
国
籍
取
得
が
確
立
し
た
の
は
一
九
一
二
年
で
、
一
八
九
九
年
九
月
の
清
韓
通
商
条
約
で
は
、
中
国
に
お
け
る
韓
国

人
の
裁
判
権
は
、
韓
国
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
26
）

。

8
、
間
島
の
朝
鮮
人
闘
争

こ
の
中
国
国
境
処
理
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
は
、
朝
鮮
人
の
存
在
と
活
動
を
公
式
に
確
認
し
て
い
る
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学

院
・
人
文
科
学
院
編
『
白
頭
山
資
料
集
』
は
、
白
頭
山
の
朝
鮮
人
定
着
、
そ
し
て
解
放
闘
争
を
、
以
下
の
通
り
整
理
し
て
記
述
し
て
い
る
（
27
）

。

1
、
古
朝
鮮
、
扶
余
、
句
麗
の
建
立
当
時
、
白
頭
山
は
ケ
マ
チ
サ
ン
（
蓋
馬
大
山
）、
テ
ペ
ッ
サ
ン
（
大
白
山
）
と
い
わ
れ
、『
三
国
志
』

東
沃
祖
伝
で
、
蓋
馬
大
山
に
東
沃
祖
あ
る
と
の
謝
意
書
の
記
述
が
登
場
し
た
。

2
、
紀
元
前
二
一
九
年
戦
争
と
扶
余
の
滅
亡
で
、
以
前
、
扶
余
に
賊
し
て
い
た
鴨
緑
江
、
豆
満
江
上
流
北
側
の
白
頭
山
地
区
も
高
句
麗

の
領
土
と
な
っ
た
。
起
源
前
二
一
五
年
高
句
麗
王
莫
来
は
、
蓋
馬
国
王
を
殺
害
し
、
蓋
馬
国
地
域
に
高
句
麗
の
郡
県
を
設
け
た
。

渤
海
の
首
都
上
京
龍
泉
府
は
、
現
在
の
黒
龍
江
省
寧
安
県
の
東
京
城
鎮
西
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
っ
た
が
、
南
は
江
原
道
溟
州

二
三
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郡
連
谷
川
（
泥
河
）
界
線
、
東
は
日
本
海
（
東
海
）
に
及
び
、
白
頭
山
地
区
は
建
国
当
初
か
ら
渤
海
の
領
域
で
あ
っ
た
。

一
二
世
紀
に
、
高
麗
軍
は
、
白
頭
山
地
区
で
完
顔
部
女
真
を
追
い
出
し
、
同
地
区
を
回
復
し
、
以
後
、
北
進
を
続
け
た
。
一
一
一
五
年

に
建
立
さ
れ
た
金
の
滅
亡
で
、
元
の
勢
力
が
白
頭
山
に
及
び
、
現
地
で
は
人
民
闘
争
が
続
い
た
。
こ
の
白
頭
山
地
区
で
は
、
一
四
世
紀
中

葉
に
現
在
の
両
江
道
・
慈
江
道
・
間
島
地
方
へ
進
出
し
た
朝
鮮
人
が
定
着
し
、
外
敵
の
侵
入
が
封
じ
ら
れ
る
ま
で
に
い
た
っ
た
。

『
李
朝
実
録
』
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
李
朝
政
府
は
、
こ
の
地
域
に
雑
居
す
る
女
真
人
に
適
当
に
万
戸
、
千
と
の
官
位
を
与
え
、
風
俗
を
な
く
し
て
衣
冠
を
利
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
白
頭
山
地
区
の
人
民
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
ら
も
賦
役
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
租
税
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
女
真
人
は
、

自
ら
の
首
長
の
下
で
生
活
を
す
る
の
を
恥
ず
か
し
く
思
い
、
白
頭
山
地
区
の
百
姓
に
な
る
の
を
選
ん
だ
。

孔
州
の
北
か
ら
甲
州
（
甲
山
）
に
至
る
ま
で
、
邑
と
鎮
を
設
置
し
て
百
姓
を
治
め
、
軍
士
を
訓
練
し
、
ま
た
学
校
を
建
て
て
経
書

を
教
え
た
た
め
に
、
文
武
の
政
治
が
完
全
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
四
〇
〇
平
方
キ
ロ
の
朝
鮮
の
突
出
し
た
地
域
が
朝
鮮
の
版

図
に
入
っ
た
。
江
北
の
他
の
族
属
も
、
噂
を
聞
い
て
文
化
を
慕
い
、
直
接
、
朝
会
に
来
た
り
、
子
供
と
弟
を
送
り
、
王
様
に
奉
公
し

て
官
位
を
賜
り
た
い
と
要
請
し
、
朝
鮮
の
城
内
に
住
む
者
も
い
た
。」（
太
祖
実
録
、
巻
八　

四
年
一
一
月
）

こ
う
し
て
、
閭
延
、
慈
城
、
茂
昌
、
虞
丙
、
す
な
わ
ち
白
頭
山
の
西
、
鴨
緑
江
に
隣
接
し
た
地
域
に
新
し
い
四
郡
が
設
置
さ
れ
た
。
そ

し
て
威
鏡
道
都
節
制
使
金
宗
瑞
の
下
で
、
白
頭
山
六
鎮
地
区
の
開
拓
の
た
め
に
人
民
が
動
員
さ
れ
た
。
一
六
世
紀
全
般
に
は
、
鴨
緑
江
上

流
・
中
流
地
帯
及
び
豆
満
江
地
帯
は
四
郡
・
六
鎮
の
構
成
と
な
り
、
女
真
の
侵
攻
も
阻
止
で
き
た
。
一
四
四
三
年
白
頭
山
地
区
の
人
民
は
、

遠
征
軍
を
組
織
し
て
鴨
緑
江
を
渡
河
し
て
女
真
の
根
拠
地
に
侵
攻
し
た
。

3
、
一
六
世
紀
末
、
女
真
の
首
長
ヌ
ル
ハ
チ
は
、
勢
力
を
拡
大
し
、
白
頭
山
に
迫
っ
た
。
一
六
三
六
年
清
国
が
成
立
し
、
清
の
白
頭
山

二
四
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表
1
　
白
頭
山
地
区
住
民
の
西
・
北
間
島
地
方
へ
の
進
出

時
代

名
称

身
分

出
発
地

到
着
地

進
出
型
態

備
考

1638年
2
月

百
姓

宣
川

瀋
陽

集
団
移
住

首
謀
者
死
刑
，
家
族
奴
隷
・

島
流
し

1645年
3
月

中
燮
ら

僉
使
，
土
兵

昌
城
，
穏
城

西
・
北
間
島

集
団
移
住

審
問

1647年
2
月

郭
徳
立

僉
使

甫
乙
下

間
島
地
方

越
境

死
刑

　
　
　
10月

百
姓

会
寧
，
鍾
城

清
の
池

集
団
移
住

1648年
3
月

河
天
陽
ら

軍
官

会
寧
，
鍾
城

間
島
地
方

集
団
移
住

1652年
12月

蔡
允
立
ら

百
姓

大
坡
瑜
堡
，
碧
潼

間
島
地
方

集
団
移
住

1655年
8
月

軍
官
，
土
兵

間
島
地
方

集
団
移
動

1676年
12月

朝
鮮
人

百
姓
，
軍
人
ら

開
州

数
百
戸
で
部
落
形
成

1685年
10月

朝
鮮
人

百
姓

白
頭
山
～
寧
古
塔

牛
を
連
れ
て
多
数
移
住

1685年
10月

土
兵
ら

間
島
地
方

集
団
移
住

　
　
　
11月

韓
得
完
ら

百
姓

間
島
地
方

集
団
移
住

　
　
　
11月

金
仁
淑
ら

百
姓

平
安
道

西
間
島
地
方

集
団
移
住

　
　
　
11月

百
姓

平
安
道
，
威
鏡
道

西
・
北
間
島
地
方

集
団
移
住

1690年
11月

林
仁
ら

百
姓

威
鏡
道

間
島
地
方

集
団
移
住

1694年
6
月

百
姓

江
界
，
満
浦

清
国

集
団
移
住

1701年
1
月

史
卒
ら

間
島
地
方

集
団
移
住

1728年
亡
命
者

西
間
島
地
方

「
逆
党
」
亡
命

1729年
中
貞
龍
ら

百
姓

穏
城

間
島
地
方

集
団
移
住

1733年
7
月

世
弼
ら

官
庁
奴
婢

高
山
里
鎮

細
洞
な
ど

逃
亡

「
逆
賊
」
亡
命

　
　
　
9
月

黄
超
官
ら

万
戸
ら

下
三
道

細
洞

亡
命

1734年
5
月

金
守
京
ら

百
姓

穏
城

間
島
地
方

集
団
移
住

1739年
金
時
宗
ら

百
姓

穏
城

間
島
地
方

集
団
移
住

1741年
達
伊
武
ら

奴
隷
（
奴
婢
）
ら
朝
鮮
山
城

間
島
地
方

集
団
移
住

首
謀
者
死
刑

1742年
徐
修
ら

百
姓

土
門
江

間
島
地
方

集
団
移
住

　
　
　
4
月

百
姓

北
関

間
島
地
方

集
団
移
住

（
出
所
）
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
・
人
文
科
学
院
編
『
白
頭
山
資
料
集
』
日
朝
友
好
資
料
セ
ン
タ
ー
，
1993年

，
21頁
。二
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支
配
か
ら
朝
鮮
と
の
国
境
画
定
が
浮
上
し
た
。

朝
鮮
人
は
白
頭
山
以
北
地
域
で
の
潅
漑
地
の

農
耕
地
化
を
進
め
る
一
方
、
彼
ら
に
は
、
国

境
意
識
を
欠
い
て
い
た
（
28
）

。

4
、
一
八
七
六
年
の
李
王
朝
へ
の
日
本
の

侵
略
、
一
八
九
四
年
の
甲
午
農
民
戦
争
に
続

い
て
、
一
八
九
五
〜
九
六
年
に
三
水
一
帯
の

人
民
は
、
義
兵
闘
争
に
突
入
し
た
。
白
頭
山

地
区
の
反
日
闘
争
は
、
厚
時
嶺
界
線
か
ら
三

水
、
恵
山
、
豊
山
、
厚
昌
、
茂
山
一
帯
、
及

び
会
寧
、
富
寧
に
至
る
ま
で
、
広
範
囲
に
展

開
さ
れ
た
。
一
九
〇
五
年
七
月
富
寧
ホ
ア
ン

洞
シ
ン
ド
ル
岩
で
、
八
月
会
寧
ホ
ク
ソ
ン
洞

で
日
本
軍
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
。

一
九
〇
七
年
一
一
月
三
水
・
甲
山
地
方
で
日

本
軍
討
伐
隊
と
の
激
し
い
戦
闘
と
な
っ
た
（
29
）

。

5
、
以
後
、
白
岩
を
始
め
と
す
る
白
頭
山

表 2　朝鮮族の白頭山地域への侵入状況

年 越境者 中国地域への越境状況

順治 3年／1646年 串男ら 8人 狩猟

順治 5年／1648年 金益 ら12人 狩猟

順治 9年／1652年 沈向文ら10人 人参採集

順治10年／1653年 劉春立ら23人 人参採集

順治10年／1653年 弄安ら 4人 人参採集

順治11年／1654年 英枢ら 2人 国境交易

順治11年／1654年 金忠一ら 3人 伐採，殺人

順治17年／1660年 林風 人参参集

順治18年／1661年 未知名 1人 役務に従事

順治18年／1661年 名前不明 1人 人参参集

康煕元年／1662年 劉額必ら 2人 伐採

康煕 5年／1666年 羅書尼利 食糧のため立入り

康煕19年／1680年 朴時雄 破壊

康煕24年／1685年 韓得完ら31人 人参採集

康煕29年／1690年 林仁ら 7人 人参採集，殺人掠奪

康煕38年／1699年 名前不明 3人 食糧のため立入り

康煕43年／1704年 金礼進ら10人 殺人掠奪

（出所）刁書仁「康煕年間穆克登査辺定界考辨」中国辺疆史地研究，第13巻第 3

期，2003年，45－46頁。
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一
帯
の
人
民
は
、
秘
密
結
社
及
び
愛
国
文
化
運
動
の
下
に
、
反
日
武
装
闘
争
を
展
開
し
た
。
金
亨
稷
は
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
の
書
簡
で
、

革
命
組
織
の
結
集
を
呼
び
か
け
、
翌
二
二
年
葡
坪
に
朝
鮮
国
民
会
組
織
責
任
者
会
議
を
開
催
し
、
反
日
愛
国
闘
争
を
切
り
開
い
た
。

一
九
二
一
年
秋
に
は
、
興
業
団
、
軍
備
団
が
成
立
し
、
金
亨
稷
指
揮
の
白
山
武
士
団
も
活
動
し
、
一
九
二
二
年
に
は
匡
正
団
の
襲
撃
も
報

じ
ら
れ
た
。
一
九
二
六
年
、
金
日
成
の
指
導
で
、
局
面
は
、
抗
日
革
命
戦
争
へ
と
移
り
、
一
九
二
六
年
一
〇
月
打
倒
帝
国
主
義
同
盟
（
略

称
ト
ウ
・
ド
ウ
）
が
結
成
さ
れ
、
一
九
二
七
年
一
二
月
撫
松
で
白
山
青
年
同
盟
が
成
立
し
、
革
命
の
前
衛
組
織
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
二
年
五
月
小
沙
河
で
、
小
沙
河
農
民
協
会
、
反
日
人
民
遊
撃
隊
に
よ
る
解
放
根
拠
地
が
建
設
さ
れ
、
そ
れ
は
白
頭
山
一
帯
及
び
豆

満
江
沿
岸
の
広
い
地
域
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
一
九
三
三
年
三
月
旺
載
山
で
穏
城
地
区
地
下
革
命
組
織
責
任
者
・
政
治
工
作
員
会
議
が
開

催
さ
れ
、
一
九
三
四
年
三
月
範
一
人
民
遊
撃
隊
の
改
編
で
、
五
月
朝
鮮
人
民
革
命
軍
革
命
委
員
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
朝
鮮
人
民

革
命
軍
の
活
動
は
北
満
の
寧
安
一
帯
ま
で
拡
大
し
た
。
民
生
団
事
件
も
あ
っ
て
、
一
九
三
六
年
五
月
祖
国
光
復
会
が
樹
立
さ
れ
、
九
月
白

頭
山
地
区
秘
密
根
拠
地
が
創
設
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
五
月
朝
鮮
人
民
革
命
軍
は
白
頭
山
茂
山
地
区
で
の
普
天
堡
戦
闘
は
大
勝
利
を
収
め

た
。
一
九
四
五
年
六
月
、
閭
白
山
密
営
の
軍
事
・
政
治
幹
部
会
議
で
、
抗
日
戦
争
が
総
轄
さ
れ
た
。

抗
日
運
動
に
お
け
る
中
国
共
産
党
と
の
関
係
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
創
設
の
朝
鮮
共
産
党
は
、
翌
二
六
年
に
満
州

総
局
を
設
置
し
、
一
九
二
七
│
三
〇
年
に
三
次
に
わ
た
る
間
島
共
産
党
事
件
が
起
き
た
。
そ
の
闘
争
は
、
古
会
鉄
道
反
対
の
愛
路
運
動
に

あ
っ
た
。
一
九
二
八
年
九
月
中
国
共
産
党
は
朝
鮮
延
長
論
に
対
す
る
自
己
批
判
か
ら
、
一
九
三
〇
年
彼
ら
を
中
国
共
産
党
に
吸
収
し
た
。

そ
の
共
同
闘
争
は
、
彼
ら
内
部
、
共
産
党
と
朝
鮮
人
革
命
分
子
の
間
の
内
紛
、
一
九
三
二
〜
三
六
年
の
民
生
団
事
件
で
挫
折
し
（
30
）

、
さ
ら
に

朝
鮮
人
革
命
隊
分
子
は
「
韓
人
ソ
ビ
エ
ト
」・「
抗
日
自
決
」
を
め
ぐ
り
混
乱
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
北
抗
日
聯
軍
あ
る
い
は
在
満
韓
人

祖
国
光
復
会
の
綱
領
で
は
、
韓
人
の
自
由
解
放
を
目
的
と
す
る
「
韓
人
自
治
区
」
の
建
設
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
但
し
、
そ
の
自
治
区
の
内

二
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容
は
極
め
て
曖
昧
で
、
朝
鮮
人
の
分
離
・
独
立
権
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
金
日
成
ら
の
抗
日
闘
争
は
続
い
た
（
31
）

。

そ
こ
で
は
、
滿
洲
事
変
が
進
行
す
る
な
か
、
朝
鮮
人
の
自
作
農
化
政
策
が
と
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
な
い
（
32
）

。

な
お
、
北
朝
鮮
で
は
、
こ
の
抗
日
戦
争
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
金
正
日
に
よ
っ
て
、
以
下
の
通
り
謳
わ
れ
て
い
る
（
33
）

。

「
あ
あ
朝
鮮
よ
、
白
頭
星
誕
生
を
告
げ
る
。

五
千
年
歴
史
国
の
光
明
、
未
来
の
シ
ン
ボ
ル
、
白
頭
明
星
、
白
頭
山
に
出
現
。

あ
あ
朝
鮮
よ
、
白
頭
山
に
白
頭
光
明
星
誕
生
。

白
頭
山
に
光
明
星
が
昇
っ
た
。
白
頭
山
光
明
星
三
千
里
を
照
ら
す
。
み
な
、
光
明
星
を
眺
め
よ
。

朝
鮮
よ
民
族
よ
、
高
く
跨
が
れ
。
朝
日
明
る
い
我
が
国
に
光
明
星
が
昇
っ
て
お
前
を
喜
ば
す
。

白
頭
星
、
五
大
洋
六
大
洲
を
照
ら
し
、
赤
き
大
洋
に
育
て
よ
う
。

白
頭
山
よ
、
万
国
に
誇
れ
。
世
界
革
命
無
産
者
の
領
袖
金
日
成
将
軍
、
抗
日
女
師
金
正
淑
偉
勲
と
、
金
大
将
の
代
を
継
ぐ
白
頭
光
明

星
を
、
白
頭
山
よ
万
国
に
誇
れ
。

二
千
万
同
胞
よ
、
白
頭
光
明
星
に
昇
っ
た
の
で
、
子
々
孫
々
白
頭
光
明
を
仰
ぎ
、
祖
国
解
放
を
遂
げ
よ
う
。

天
上
に
王
宮
を
築
き
、
抗
日
大
将
金
日
成
、
女
将
師
金
正
淑
、
白
頭
光
明
星
を
千
万
年
い
た
だ
こ
う
。」

北
朝
鮮
は
、
白
頭
山
の
革
命
伝
説
を
公
式
に
、
次
の
よ
う
に
、
提
起
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
、
抗
日
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
を
立
証
し
て
い

る
。○

白
頭
山
に
将
軍
星
が
現
れ
た
！

注
解　

聖
人
が
白
頭
山
に
降
り
、
朝
鮮
国
を
平
定
す
る
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
い
ま
や
天
降
大
将
金
日
成
が
天
の
意
で
聖

二
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山
に
降
り
、
白
頭
山
の
将
軍
星
が
現
れ
、
二
千
万
同
胞
に
開
か
れ
た
。
金
日
成
将
軍
は
白
頭
山
の
精
気
を
授
か
り
、
白
頭
山
で
天
命
を
受

け
て
、
抗
日
戦
争
を
展
開
し
た
。

○
白
頭
山
の
虎

注
解　

日
帝
侵
略
者
は
、
伝
統
的
英
雄
金
日
成
将
軍
を
「
白
頭
山
の
虎
」
と
叫
び
な
が
ら
、
恐
怖
と
不
安
に
お
の
の
い
た
。

○
将
軍
の
縮
地
法

注
解　

朝
鮮
人
民
革
命
軍
主
力
部
隊
が
、
白
頭
山
西
南
部
に
進
出
し
、
至
る
と
こ
ろ
で
遊
撃
戦
争
を
展
開
し
た
。
こ
の
現
実
を
、
将
軍

は
縮
地
法
を
使
い
、
敵
を
「
一
行
千
里
」
の
戦
法
で
打
ち
破
っ
た
。
一
九
三
七
年
二
月
長
白
県
鯉
明
水
戦
闘
で
、
金
日
成
将
軍
は
、
一
夜

に
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
移
動
し
、
敵
を
瞬
時
に
撃
退
し
た
。

○
将
軍
の
予
言

注
解　

開
城
地
方
に
は
、「
牛
二
〇
頭
と
三
羽
の
鳥
」
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
八
月
小
哈
爾
巴
会
議
の
後
、
城
頭
山
東

北
部
で
将
軍
が
日
帝
の
廃
止
と
祖
国
の
解
放
を
予
言
し
た
話
が
伝
わ
っ
た
。
警
察
は
金
日
成
が
入
院
し
て
い
た
病
院
に
突
入
し
た
が
、
彼

は
お
ら
ず
、
開
城
南
大
門
に
牛
二
〇
頭
と
三
羽
の
鳥
の
絵
が
あ
っ
た
。
人
々
は
、
そ
の
絵
を
み
て
「
昭
和
二
〇
年
に
新
し
い
時
代
が
来

る
」
と
の
意
味
と
解
し
た
。

○
金
日
成
将
軍
は
凱
旋
す
る

注
解　

一
九
四
年
白
頭
山
か
ら
金
日
成
将
軍
が
祖
国
に
来
る
と
い
う
伝
言
が
江
原
道
で
拡
が
っ
た
。

さ
ら
に
、
金
日
成
革
命
伝
説
は
、
金
正
日
革
命
伝
説
に
再
現
さ
れ
、
継
承
さ
れ
た
。

○
白
頭
山
の
将
軍
像
に
光
明
星
が
現
れ
た

二
九
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表 3　北朝鮮の革命史跡

革命戦跡地 革命史跡地

城頭山革命戦績地

白頭山密営

獅子嶺密営

コム山密営

鮮奥山密営

閭白山密営

小臙脂峰密営

鴨緑江岸密営

双頭峰密営

大角峰密営

青峰一帯革命戦跡地

5号鉄砲偃

青峰宿営地

三池淵一帯革命戦跡地

　ペゲ（枕）峰宿営地

茂山一帯革命戦跡地

茂浦宿営地

新四洞革命戦跡地

大紅湍革命戦跡地

普天堡一帯革命戦跡地

口済鉄砲堰革命戦跡地

崑将徳革命戦跡地

普天堡一帯革命戦跡地

普天堡革命戦跡地

中国東北一帯革命戦跡地

長白一帯革命戦跡地

撫松一帯革命戦跡地

安図一帯革命戦跡地

和竜一帯革命戦跡地

白頭山革命史跡地

金日成は1963年、1979年、1983年、

1985年、1988年、1989年に登山した。

金正日は1963年、1971年、1972年、

1976年、1988年に登山した。

三池淵一帯

大紅淵一帯

普天堡一帯

恵山一帯

新坡一帯

中国東北地区革命史跡地

長白地区

撫松地区

安図地区

和竜地区

三
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注
解　

白
頭
山
の
天
池
か
ら
上
空
へ
雪
の
よ
う
に
白
い
燕
が
飛
び
た
っ
た
。
稲
妻
が
光
り
、
湖
畔
に
美
し
い
花
が
咲
い
た
。
白
髪
の
老

人
が
現
れ
、
白
燕
が
降
り
立
ち
「
白
頭
山
に
非
凡
な
将
師
を
も
う
一
人
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
伝
え
、
将
軍
峰
に
背
丈
二
一
六

メ
ー
ト
ル
の
武
士
が
集
い
、
忠
誠
を
誓
っ
た
。
二
月
一
六
日
当
人
は
白
頭
山
に
戻
っ
た
。
将
軍
峰
は
現
在
、
正
日
峰
と
な
っ
て
い
る
。

○
白
頭
の
聖
地
、
小
白
水
谷

注
解　

白
頭
宿
営
に
金
正
日
の
生
家
が
あ
り
、
そ
こ
は
風
水
の
聖
地
で
、
命
を
受
け
た
神
仙
が
世
界
を
回
っ
て
こ
の
地
を
定
め
、
聖
地

と
し
た
。

○
竜
馬
岩
、
永
剣
岩

注
解　

白
い
竜
馬
に
乗
っ
た
金
正
日
が
日
帝
を
や
っ
つ
け
る
と
い
う
流
言
が
、
白
頭
山
か
ら
三
日
間
轟
き
拡
が
り
、
そ
の
発
現
地
は
竜

馬
岩
、
永
剣
岩
で
あ
っ
た
。
国
民
は
新
し
い
竜
馬
は
聖
人
で
あ
っ
て
、
国
民
と
と
も
に
あ
る
、
と
信
じ
た
。

○
白
頭
山
の
貴
人
伝
説

注
解　

一
九
四
六
年
春
、
白
頭
山
の
前
身
か
ら
光
を
発
し
て
、
貴
人
が
生
ま
れ
、
彼
は
直
ぐ
に
も
話
を
し
、
世
の
道
理
に
通
じ
た
予
言

を
語
っ
た
と
い
う
伝
言
が
平
壌
に
拡
が
り
、
人
々
は
驚
き
、
喜
ん
だ
。

以
上
の
政
治
操
作
は
、
朝
鮮
の
中
華
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
現
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
揚
と
な
っ
て
い
る
。

革
命
伝
説
で
、
革
命
戦
跡
地
・
革
命
史
跡
地
の
聖
地
化
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
中
国
と
の
一
九
六
二
年
国
境
画
定
交
渉
で
は
、

北
朝
鮮
は
、
聖
地
白
頭
山
の
確
保
に
固
執
し
た
。

（
1
） 

内
藤
虎
次
郎
「
間
島
吉
林
旅
行
談
」
一
〜
一
三
、
大
阪
朝
日
新
聞
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
三
日
、
四
日
、
五
日
、
二
四
日
、
二
五
日
、
二
六
日
、
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二
七
日
、
二
九
日
、
三
〇
日
、
一
二
月
三
日
、
四
日
、
五
日
、
六
日
。
内
藤
湖
南
全
集
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
。
内
藤
戊
申
編
「
内
藤

湖
南
・
間
島
吉
林
旅
行
談
」
上
、
立
命
館
文
學
、
第
二
一
六
号
、
一
九
六
三
年
。

内
藤
湖
南
の
間
島
観
は
、
以
下
を
み
よ
。
西
重
信
「
内
藤
湖
南
と
「
間
島
条
約
」
書
評
、
関
西
大
学
生
協
、
第
七
三
号
、
一
九
八
五
年
。
西
重
信

「
内
藤
湖
南
と
「
北
朝
鮮
ル
ー
ト
」
論
」
書
評
、
第
七
七
号
、
一
九
八
六
年
。
西
重
信
「
間
島
協
約
と
「
北
朝
鮮
ル
ー
ト
」
論
」
三
千
里
、
第
四
七

号
、
一
九
八
六
年
。
西
重
信
「
内
藤
湖
南
の
朝
鮮
観
」
書
評
、
第
八
〇
号
、
一
九
八
七
年
。
西
重
信
「
北
朝
鮮
ル
ー
ト
論
の
系
譜
」
⑴
、
經
濟
論
集
、

第
四
五
巻
第
四
号
、
一
九
九
五
年
。

（
2
） 

朝
鮮
總
督
府
編
『
國
境
地
方
視
察
復
命
書
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
、
一
九
一
五
年
／
龍
渓
書
舎
、
二
〇
〇
五
年
。

梁
泰
鎮
『
韓
國
國
境
領
土
關
係
文
献
集
』
ソ
ウ
ル
、
甲
子
文
化
社
、
一
九
七
九
年
。

梁
泰
鎮
『
近
世
筆
宝
國
境
關
聯
史
料
抄
録
輯
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

刁
書
仁
・
他
編
『
中
朝
相

地
区
朝
鮮
地
理
志
資
料
選
編
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。

刁
書
仁
「
中
朝
辺
界
沿
革
志
研
究
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
二
〇
〇
一
年
第
四
期
。

青
柳
綱
太
郎
編
『
大
韓
疆
域
考
』
上
・
下
、
京
城
、
朝
鮮
研
究
會
、
一
九
一
五
年
。

増
田
忠
雄
『
滿
洲
國
境
問
題
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
。

梁
泰
鎮
『
韓
國
の
國
境
問
題
』
ソ
ウ
ル
、
同
和
出
版
公
社
、
一
九
八
一
年
。

梁
泰
鎮
『
韓
國
邊
境
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

梁
泰
鎮
「
韓
國
領
土
史
研
究
」
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。

梁
泰
鎮
『
韓
國
國
境
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

秋
月
望
「
朝
魯
国
境
の
成
立
と
朝
鮮
の
反
応
」
国
際
学
研
究
、
第
八
号
、
一
九
九
一
年
。

兪
政
甲
『
北
方
領
土
論
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

朴
鐘
聲
『
韓
國
の
領
海
』
ソ
ウ
ル
、
法
文
社
、
一
九
八
五
年
。

楊
昭
全
・

玉
梅
『
中
朝
辺
界
史
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

三
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楊
昭
全
梅
『
中
朝
辺
界
沿
革
及
界
務
交
渉
資
料
集
編
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

朝
鮮
史
研
究
会
編
『「
地
域
」
と
し
て
の
朝
鮮

│
「
境
界
」
の
視
点
か
ら
』
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
第
三
六
巻
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
一
九
九
八

年
。金

基
燦
『
空
白
の
北
朝
鮮
現
代
史

│
白
頭
山
を
売
っ
た
金
日
成
』
新
潮
新
書
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
3
） 

申
基
碩
『
韓
末
外
交
史
研
究

│
清
韓
宗
屬
關
係
を
中
心
に
し
て
』
ソ
ウ
ル
、
一
潮
閣
、
一
九
六
七
年
。

（
4
） 

篠
田
治
策
『
白
頭
山
定
界
碑
』
樂
浪
書
院
、
一
九
三
八
年
／
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
九
〇
年
。

徐
徳
源
「
長
白
山
東
南
地
区
石
堆
土
堆
筑
設
的
真
相
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
六
年
第
二
期
。

刁
書
仁
「
康
煕
年
間
穆
克
登
査
辺
定
界
考
辨
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
三
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
三
年
。

（
5
） 

均
徳

『
白
頭
山
と
北
方
疆
界

│
鴨
緑
江
・
豆
満
江
は
私
た
ち
の
国
境
で
は
な
い
』
ソ
ウ
ル
、
思
社
研
、
一
九
八
七
年
。

陶
勉
「
清
代
封
祭
長
白
山
与
派
員
踏
査
長
白
山
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
六
年
第
三
期
。

徐
徳
源
「
穆
克
登
碑
的
性
質
及
其
黹
立
地
点
与
位
移
述
考

│
近
世
中
朝
辺
界
争
義
的
焦
点
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
七
年
第
一
期
。

文
純
實
「
白
頭
山
定
界
碑
と
一
八
世
紀
朝
鮮
の
疆
域
観
」、
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
の
領
域
観
と
自
己
認
識

│
前
近
代
と
近
代
と
の
接
点
』

朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
第
四
〇
巻
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
。

刁
書
仁
「
康
煕
年
間
穆
克
登
査
辺
定
界
考
辨
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
三
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
三
年
。

馬
孟
龍
「
穆
克
登
査
辺
与
《
皇
輿
全
覧
圖
》
編
絵

│
兼
対
穆
克
登
〝

視
碑
〞
初
立
位
置
的
考
辨
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
九
巻
第
三
期
、

二
〇
〇
九
年
。

（
6
） 

廬
思
慎
・
他
奉
勅
撰
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧

│
五
五
巻
』
三
冊
、
京
城
、
淵
上
商
店
、
一
九
〇
六
年
／
李

・
他
編
『
東
國
輿
地
勝
覧
第
一

│
第
五
』
朝
鮮
群
書
大
系
續
第
六
│
一
〇
輯
・
計
五
冊
、
京
城
、
朝
鮮
古
書
刊
行
會
一
九
一
二
年
／
朝
鮮
史
學
會
編
『
東
國
輿
地
勝
覧
』
第
一
・
第

二
・
第
三
、
京
城
、
朝
鮮
史
學
會
、
一
九
三
〇
年
／
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
』
四
冊
、
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
二
〇
〇
五
年
／
鄭
孝
恒
・
他
編
、

李

新
増
編
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
古
典
研
究
室
編
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
四
冊
、
平
壌
、
科
学
院
古
典
研
究
室
、
一
九
五
九
│

六
三
年
／
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
。

三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
六
）

末
松
保
和
編
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
索
引
』
京
城
、
朝
鮮
総
督
府
中
樞
院
、
一
九
三
七
年
／
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
索
引
續
編
』
京
城
、
朝
鮮
総

督
府
中
樞
院
、
一
九
四
〇
年
。

「
李
朝
初
期
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
地
図
に
関
す
る
研
究
」
地
理
科
学
、
第
一
六
号
、
一
九
七
二
年
。

（
7
） 
李
重
煥
、
廬
道
陽
訳
『
擇
里
志
』
ソ
ウ
ル
、
大
洋
書
籍
、
一
九
七
三
年
／
梶
井
渉
訳
『
択
里
志
・
朝
鮮
八
城
誌
』
成
甲
書
房
、
一
九
八
三
年
／

平
木
實
訳
『
択
里
志

│
近
世
朝
鮮
の
地
理
書
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
。

丁
若
鏞
『
大
韓
疆
域
考
』
京
城
、
皇
城
新
聞
社
、
一
九
〇
五
年
。

（
8
） 

鄭
在
浩
・
他
『
白
頭
山
説
話
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
高
麗
大
學
校
民
族
文
化
研
究
所
出
版
部
、
一
九
九
二
年
。

李
花
子
「
朝
鮮
王
朝
的
長
白
山
認
識
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
七
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
七
年
。

（
9
） 

高
木
健
夫
『
白
頭
山
に
燃
え
る

│
金
日
成
抗
日
戰
の
記
録
』
現
代
史
出
版
会
、
一
九
七
八
年
。

オ
・
ギ
ル
ボ
『
朝
鮮
近
代
反
日
義
兵
運
動
史
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
八
八
年
。

徐
題
粛
『
金
日
成

│
思
想
と
政
治
体
制
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
二
年
、
第
一
部
若
き
金
日
成
と
東
北
抗
日
連
軍
。

（
10
） 

京
都
帝
國
大
學
白
頭
山
遠
征
隊
／
今
西
錦
司
『
白
頭
山

│
京
都
帝
國
大
學
白
頭
山
遠
征
隊
報
告
』
梓
書
房
、
一
九
三
五
年
／
大
修
館
書
店
、

一
九
七
八
年
。

梅
棹
忠
夫
・
藤
田
和
夫
編
『
白
頭
山
の
青
春
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
。

（
11
） 

吉
林
鐵
道
局
總
務
課
資
料
係
編
『
白
頭
山
ト
其
ノ
周
邊
』
吉
林
、
吉
林
鐵
道
局
、
一
九
四
〇
年
。

城
山
正
三
『
秘
境
白
頭
山
天
地

│
探
行
記
録
』
叢
文
社
、
一
九
七
〇
年
。

崔
南
善
、
高
麗
大
學
校
亞
細
亞
問
題
研
究
所
六
堂
全
集
編
纂
委
員
會
編
『
白
頭
山
觀
參
記
・
金
剛
禮
讃
・
外
』
ソ
ウ
ル
、
玄
岩
社
、
一
九
七
三
年
。

趙
基
天
、
許
南
麒
訳
『
白
頭
山

│
長
編
叙
事
詩
』
大
平
出
版
社
、
一
九
七
四
年
。

丁
興
旺
『
白
頭
山
天
池
』
北
京
、
地
質
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。

今
井
通
湖
・
カ
モ
シ
カ
同
人
隊
『
白
頭
登
頂
記
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
。

若
林
煕
『
白
頭
山
へ
の
旅
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
。

三
四



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
四
七
）

王
季
平
主
編
『
長
白
山
志
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

檮
机
金
容
沃
知
音
『
白
頭
山
神
曲

│
「
気
哲
學
の
構
造
」
と
と
も
に
』
ソ
ウ
ル
、
ト
ン
ナ
ム
、
一
九
九
〇
年
。

第
一
回
白
頭
山
国
際
共
同
研
究
調
査
団
編
『
白
頭
山
へ
の
道
』
大
阪
経
済
法
科
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
。

劉
忠
傑
・
沈
恵
淑
『
白
頭
山
と
延
邊
朝
鮮
族
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

刁
書
仁
主
編
『
長
白
山
文
化
論
説
』
長
春
、
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

劉
厚
生
「
長
白
山
文
化
的
界
定
及
其
他
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
三
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
三
年
。

苗
威
「〝
長
白
山
〞
考
辨
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
九
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
九
年
。

谷
口
宏
充
編
『
白
頭
山
火
山
と
そ
の
周
辺
地
域
の
地
球
科
学
』
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
。

（
12
） 

西
清
編
『
黒
龍
江
外
記
』
二
冊
、
新
西
村
舎
、
一
八
九
四
年
／
上
海
、
金
匱
浦
氏
、
一
九
〇
三
年
／
Ｎ
Ｄ
、
廣
雅
書
房
、
一
九
二
〇
年
／
上
・

下
、
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
／
台
北
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
六
四
年
／
台
北
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
六
六
年
／
台
北
、
成
文
出
版

社
、
一
九
六
九
年
／
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
。

大
崎
峰
登
『
鴨
緑
江

│
滿
韓
國
事
情
・
全
』
兵
林
館
／
丸
善
、
一
九
一
〇
年
。

拓
殖
局
『
松
花
江
及
黒
龍
江
』
拓
殖
局
、
一
九
一
二
年
。

内
藤
虎
次
郎
編
『
滿
蒙
叢
書
』
第
五
巻
、
滿
蒙
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
一
年
／
ソ
ウ
ル
、
民
俗
苑
、
一
九
九
二
年
／
西
清
、
石
川
年
訳
『
黒
龍
江

外
記
』
滿
洲
日
日
新
聞
東
京
支
社
出
版
部
、
一
九
四
三
年
。

南
滿
洲
鐵
道
庶
務
部
調
査
課
編
『
黒
龍
江
省
』
上
・
下
、
大
連
、
南
滿
洲
鐵
道
庶
務
部
調
査
課
、
一
九
二
四
年
。

滿
鐵
弘
報
課
編
『
間
宮
林
藏
の
黒
龍
江
探
檢

│
東
韃
紀
行
』
奉
天
、
滿
洲
日
日
新
聞
社
、
一
九
四
〇
年
。

『
松
花
江
の
航
運

│
附
黒
龍
江
水
系
』
哈
爾
濱
、
露
滿
蒙
通
信
刊
行
會
／
哈
日
社
印
刷
部
、
一
九
二
八
年
。

『
松
花
江
の
航
運

│
附
黒
龍
江
航
運
の
使
命
』
哈
爾
濱
、
露
滿
蒙
通
信
刊
行
會
／
哈
日
社
印
刷
部
、
一
九
二
九
年
。

百
瀬
弘
『
沿
黒
龍
江
地
方
及
沿
海
州
修
合
併
に
關
す
る
歴
史
的
考
察
』
東
亞
經
濟
調
査
局
、
一
九
三
三
年
。

張
伯
英
編
『
黒
龍
江
黒
龍
江
大
事
志
』
一
九
三
三
年
／
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
。

三
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
四
八
）

中
東
鐵
路
局
商
業
部
編
、
湯
爾
和
訳
『
黒
龍
江
』
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
三
年
。

哈
爾
濱
日
本
商
工
會
議
所
『
松
花
江
黒
龍
江
經
濟
事
情
概
要

│
附
鳥
蘇
里
江
事
情
』
哈
爾
濱
、
哈
爾
濱
日
本
商
工
會
議
所
、
一
九
三
六
年
。

滿
洲
事
情
案
内
所
編
『
黒
龍
江
』
新
京
、
滿
洲
事
情
案
内
所
、
一
九
三
六
年
。

満
洲
弘
報
協
會
編
『
鴨
緑
江
』
新
京
、
滿
洲
國
通
信
社
、
一
九
三
七
年
／
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
八
九
年
。

滿
洲
中
央
銀
行
調
査
課
編
『
特
殊
會
社
準
特
殊
會
社
法
令
及
定
款
集
』
新
京
、
滿
洲
中
央
銀
行
調
査
課
、
一
九
三
八
年

│
周
防
ダ
ム
文
書
を
収

め
る
。

鳥
居
龍
藏
『
黒
龍
江
と
北
樺
太
』
生
活
文
化
研
究
會
、
一
九
四
三
年
。

則
武
三
雄
『
鴨
緑
江
』
第
一
出
版
會
、
一
九
四
三
年
。

湯
浅
克
衛
『
鴨
緑
江
』
晴
南
社
、
一
九
四
四
年
。

中
国
社
会
科
学
院
地
理
研
究
所
編
、
呉
傳
欽
・
郭
来
喜
・
謝
香
方
主
編
『
黒
龍
江
省
黒
龍
江
及
鳥
蘇
里
江
地
区
經
濟
地
理
』
北
京
、
科
学
出
版
社
、

一
九
五
七
年
。

徐
兆
奎
編
『
清
代
黒
龍
江
流
域
的
經
濟
發
展
』
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
九
年
。

矢
野
仁
一
「
清
代
満
州
を
繞
る
ロ
シ
ヤ
と
の
国
境
問
題
交
渉
」、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
国
際
関
係
研
究
会
編
『
中
国
を
め
ぐ
る
国
境
紛
争
』
巖
南

堂
書
店
、
一
九
六
七
年
。

拉
文
斯
坦
、
陳
霞
飛
・
他
訳
『
俄
国
人
在
黒
龍
江
』
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
七
四
年
。

巴
赫
魯
申
、
郝
建
恒
・
高
文
風
訳
『
哥
薩
克
在
黒
龍
江
上
』
北
京
、
商
務
印
書
館
、
一
九
七
五
年
。

何
茂
正
・
他
「
関
于
黒
龍
江
的
名
称
」
吉
林
師
苑
大
学
学
報
、
一
九
七
八
年
第
三
期
。

傳
朗
雲
「
龍
的
神
話
与
黒
龍
江
的
名
称
」
学
習
与
探
索
、
一
九
七
九
年
第
四
期
。

П
・
И
・
卡
巴
諾
夫
、
姜
延
祚
訳
『
黒
龍
江
問
題
』
哈
爾
浜
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
。

方
衍
主
編
『
黒
龍
江
方
志
簡
述
』
哈
爾
浜
、
黒
龍
江
地
方
志
編
纂
委
員
会
／
黒
龍
江
図
書
館
学
会
、
一
九
八
五
年
。

徐
宗
亮
・
他
撰
『
黒
龍
江
述
略
・
外
』
哈
爾
濱
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
。

三
六



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
四
九
）

張
向
凌
主
編
『
黒
龍
江
四
十
年
』
哈
爾
濱
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

黒
龍
江
省
档
案
館
編
『
黒
龍
江
設
治
』
上
・
下
、
哈
爾
濱
、
業
経
黒
龍
江
省
出
版
局
、
一
九
八
六
年
。

金
得

『
白
頭
山
と
北
方
疆
界

│
鴨
緑
江
・
豆
満
江
は
私
た
ち
の
国
境
で
は
な
い
』
ソ
ウ
ル
、
思
社
研
、
一
九
八
七
年
。

中
華
人
民
共
和
国
黒
龍
江
省
統
計
局
編
『
黒
龍
江
四
十
年
巨
変
』
北
京
、
中
国
統
計
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

《
当
代
中
国
》
叢
書
編
輯
部
編
『
当
代
中
国
的
黒
龍
江
』
上
・
下
、
北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
。

張
杰
「
清
代
鴨
緑
江
流
域
的
封
禁
与
開
発
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
四
年
第
四
期
。

辛
培
林
・
他
主
編
『
黒
龍
江
開
発
史
』
哈
爾
濱
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

小
林
静
雄
『
遙
か
な
る
黒
龍
江
』
有
朋
書
院
、
二
〇
〇
三
年
。

王
禹
浪
「
黒
龍
江
流
域
的
歴
史
与
文
化
」
⑴
、
大
連
大
学
学
報
、
二
〇
〇
三
年
第
一
期
。

陳
立
中
『
黒
龍
江
站
岸
研
究
』
北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

樹
黒
「
近
代
〝
黒
龍
江
〞
考
釋
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
二
〇
巻
第
三
期
、
二
〇
一
〇
年
。

黒
龍
江
年
鑑
編
纂
委
員
会
編
『
黒
龍
江
年
鑑
』
哈
爾
濱
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
〜
。

（
13
） 

峯
籏
良
充
・
松
尾
小
三
郎
『
吉
林
小
開
發
と
豆
満
自
由
港

│
附
豆
満
江
よ
り
覗
き
た
る
滿
蒙
』
奉
公
會
、
一
九
二
五
年
。

朝
鮮
總
督
府
鐵
道
局
營
業
課
『
豆
満
江
流
域
經
濟
事
情
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
鐵
道
局
營
業
課
、
一
九
二
七
年
。

李
箕
永
、
李
殷
直
訳
『
豆
満
江
』
七
冊
、
ソ
ウ
ル
、
朝
鮮
文
化
社
、
一
九
六
一
│
六
二
年
。

富
田
和
明
『
豆
満
江
に
流
る

│
中
国
朝
鮮
族
自
治
州
・
延
吉
下
宿
日
記
』
第
三
書
館
、
一
九
九
三
年
。

龍
民
声
・
孟
憲
章
・
歩
平
編
『
十
七
世
紀
沙
俄
侵
略
黒
龍
江
流
域
史
資
料
』
哈
爾
濱
、
黒
龍
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。

崔
洪
彬
・
全
信
子
『
図
們
江
訴
説

│
朝
鮮
族
』
昆
明
、
雲
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

山
田
直
『「
方
法
的
制
覇
」
の
源
流
と
し
て
の
「
鴨
緑
江
」

│
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
・
文
化
論
』
駿
河
台
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。

尹
麟
錫
『
蒼
き
豆
満
江
の
流
れ
』
東
洋
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。

（
14
） 

金
賛
汀
『
慟
哭
の
豆
満
江

│
中
・
朝
国
境
に
北
朝
鮮
飢
民
を
訪
ね
て
』
新
幹
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

三
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
〇
）

（
15
） 

図
們
江
開
発
構
想
は
、
以
下
を
み
よ
。

U
N
D
P
, T

u
m

an
 R

iver A
rea D

evelopm
en

t P
rogram

m
e P

roject D
ocu

m
en

t for A
ssistan

ce, P
rogram

m
e, N
ew
 Y
ork: U

N
D
P
, 

1991.

U
N
D
P
, T

u
m

an
 R

iver A
rea D

evelopm
en

t P
rogram

m
e: F

irst M
eetin

g of P
rogram

m
e M

an
agem

en
t C

om
m

ittee C
on

clu
sion

, 

N
ew
 Y
ork: U

N
D
P
, 1992.

U
N
D
P
, M

in
u

te: T
u

m
an

 R
iver A

rea D
evelopm

en
t P

rogram
m

e m
an

agem
en

t C
om

m
ittee M

eetin
g II, N

ew
 Y
ork: U

N
D
P
, 

1992.

U
N
D
P
, T

u
m

an
 R

iver A
rea D

evelopm
en

t P
rogram

m
e W

orkin
g G

rou
p M

eetin
g III, N

ew
 Y
ork: U

N
D
P
, 1993.

U
N
D
P
, M

eetin
g M

in
u

te: T
u

m
an

 R
iver A

rea D
evelopm

en
t P

rogram
m

e, T
h

e T
h

ird
 P

rogram
m

e M
an

agem
en

t C
om

m
ittee, 

N
ew
 Y
ork: U

N
D
P
, 1993.

龍
遠

「
中
蘇
東
段
辺
界
鳥
蘇
里
江
井
達
図
們
江
口
界
段
考
察
紀
要
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
八
八
年
第
四
期
。

杉
本
孝
『
曙
光
の
中
の
図
們
江
開
発

│
中
朝
ソ
三
国
国
境
地
帯
に
訪
れ
る
国
際
協
力
の
機
運
』
世
界
平
和
研
究
所
、
一
九
九
一
年
。

藤
間
丈
夫
編
『「
豆
満
江
・
北
部
三
港
視
察
」「
平
壌
国
際
会
議
」
報
告
書

│
一
九
九
二
年
四
月
二
八
日
〜
五
月
三
日
』「
平
壌
国
際
会
議
」
日

本
実
行
委
員
会
、
一
九
九
二
年
。

国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
「
図
們
江
流
域
開
発
計
画
」
調
査
と
情
報
、
第
二
〇
八
号
、
一
九
九
三
年
。

崔
龍
鶴
主
編
『
亜
太
時
代
与
図
們
江
開
発
』
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

尹
春
志
「
ト
ウ
マ
ン
江
地
域
開
発
計
画
」
情
況
、
第
二
期
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
九
四
年
。

丁
士
晟
『
図
們
江
開
発
構
想

│
北
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
経
済
拠
点
』
創
知
社
、
一
九
九
六
年
。

大
田
勝
洪
「
図
們
江
開
発
の
現
状
」
調
査
と
情
報
、
第
一
九
四
号
、
一
九
九
六
年
。

海
野
八
尋
「
図
們
江
（
豆
満
江T

um
en R

iver

）
を
巡
る
周
辺
諸
国
・
地
域
の
政
策

│
「
構
造
調
整
」
下
の
北
東
ア
ジ
ア
地
域
経
済
協
力
の
可

能
性
と
展
望
」
日
本
大
学
経
済
学
部
経
済
科
学
研
究
所
紀
要
、
第
二
四
号
、
一
九
九
七
年
。

三
八



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
五
一
）

金
森
久
雄
「
図
們
江
の
歴
史
・
現
状
・
将
来
」
世
界
経
済
評
論
、
一
九
九
八
年
四
月
号
。

高
成
鳳
「「
図
們
江
開
発
」
を
め
ぐ
る
鉄
道
建
設
の
史
的
展
開
と
そ
の
現
状
」
日
中
経
協
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
第
五
八
号
、
一
九
九
八
年
。

鶴
嶋
雪
嶺
『
豆
満
江
地
域
開
発
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
。

利
貞
玉
「
図
們
江
地
域
開
発
計
画
と
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
役
割
」
現
代
社
会
文
化
研
究
、
第
二
二
号
、
二
〇
〇
一
年
。

沈
万
根
『
図
們
江
地
区
開
発
中
延
辺
利
用
外
資
研
究
』
北
京
、
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

大
澤
正
治
「
図
們
江
流
域
開
発
の
兆
し
」
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
、
第
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
。

郭
文
君
『
東
北
増
長
极

│
図
們
江
区
域
合
作
開
発
』
長
春
、
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

大
澤
正
治
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
へ
の
道
筋

│
図
們
江
流
域
の
経
験
」
地
域
研
究
、
第
八
号
、
二
〇
一
一
年
。

（
16
） 

李
重
煥
『
択
里
志

│
近
世
朝
鮮
の
地
理
書
』
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
│
三
八
頁
。

（
17
） 

篠
田
治
策
編
『
統
監
府
臨
時
間
島
派
出
所
紀
要
』
京
城
、
Ｎ
Ｄ
、
一
九
〇
九
年
／
ソ
ウ
ル
、
亞
細
亞
文
化
社
、
一
九
八
四
年
。

長
野
朗
『
滿
洲
問
題
の
關
鍵
間
島
』
支
那
問
題
研
究
所
、
一
九
三
一
年
。

南
滿
洲
鐵
道
株
式
會
社
東
亞
經
濟
調
査
局
『
間
島
の
経
緯
』
南
滿
洲
鐵
道
株
式
會
社
東
亞
經
濟
調
査
局
、
一
九
三
一
年
。

陸
軍
省
調
査
班
『
間
島
の
概
況
』
陸
軍
省
調
査
班
、
一
九
三
二
年
。

在
間
島
日
本
總
領
事
館
『
間
島
事
情
概
要
』
間
島
、
在
間
島
日
本
總
領
事
館
、
一
九
三
二
年
。

新
京
鐵
路
局
『
間
島
地
方
概
要
』
新
京
、
新
京
鐵
路
局
、
一
九
三
五
年
。

間
島
教
育
會
編
『
間
島
』
龍
井
村
、
延
吉
縣
、
栗
原
書
店
、
一
九
三
五
年
。

朝
鮮
總
督
府
『
間
島
集
團
部
落
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
、
一
九
三
六
年
。

東
滿
新
聞
社
編
『
躍
進
間
島
』
延
吉
街
、
間
島
省
、
東
滿
新
聞
社
、
一
九
四
一
年
。

河
口
忠
『
間
島
、
琿
春
、
北
鮮
及
東
海
岸
地
方
行
脚
記
』
大
連
、
小
林
又
七
支
店
、
一
九
四
二
年
／
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
九
五
年
。

金
正
柱
・
呉
世
昌
編
『
間
島
問
題
』
朝
鮮
統
治
史
料
第
一
巻
、
韓
國
史
料
研
究
所
、
一
九
七
〇
年
。

韓
國
史
料
研
究
所
編
『
間
島
出
兵
』
朝
鮮
統
治
史
料
第
二
巻
、
韓
國
史
料
研
究
所
、
一
九
七
〇
年
。

三
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
二
）

東
尾
和
子
「
琿
春
事
件
と
間
島
出
兵
」、『
朝
鮮
民
族
運
動
の
諸
段
階
』
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
第
一
四
巻
、
一
九
七
七
年
。

蘇
在
英
編
『
間
島
流
浪
四
〇
年
』
ソ
ウ
ル
、
朝
鮮
日
報
社
、
一
九
八
九
年
。

陸
洛
現
編
『
韓
民
族
の
間
島
疆
界
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
四
年
。

「
間
島
ノ
來
歴
」
外
務
省
警
察
史
、
間
島
ノ
部
、
不
二
出
版
、
一
九
九
八
年
。

大
阪
経
済
法
科
大
学
間
島
史
料
研
究
会
編
『
満
州
事
変
前
夜
に
お
け
る
在
間
島
日
本
総
領
事
館
文
書

│
在
鉄
嶺
日
本
領
事
館
文
書
・
在
広
東
日

本
総
領
事
館
文
書
』
上
・
下
、
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
一
九
九
九
│
二
〇
〇
六
年
。

陸
洛
現
『
白
頭
山
定
界
碑
と
間
島
領
有
權
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

チ
ュ
・
ジ
ャ
ン
グ
ン
『
韓
中
國
境
問
題
研
究

│
日
本
の
領
土
政
策
史
的
考
察
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
八
年
。

『
間
島
事
件
關
係
書
類
』
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
國
家
報
勲
處
、
二
〇
〇
三
│
〇
四
年
。

下
條
正
男
「
間
島
問
題
考
」
海
外
事
情
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
号
。

（
18
） 

東
洋
拓
殖
株
式
会
社
『
間
島
事
情
』
京
城
、
東
洋
拓
殖
株
式
會
社
、
一
九
一
八
年
。

永
井
勝
三
『
會
寧
及
間
島
事
情

│
一
名
北
鮮
間
島
の
案
内
』
會
寧
、
會
寧
診
察
所
、
一
九
二
三
年
／
ソ
ウ
ル
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
八
九
年
。

永
井
勝
三
『
北
鮮
間
島
史
』
會
寧
、
會
寧
印
刷
所
出
版
部
、
一
九
二
五
年
。

天
野
元
之
助
『
間
島
に
於
け
る
朝
鮮
人
問
題
に
就
い
て
』
大
連
、
中
日
文
化
教
會
、
一
九
三
一
年
。

（
19
） 

『
太
宗
文
皇
帝
實
録
』
巻
四
、
天
聡
二
年
五
月
条
。

（
20
） 

『
間
島
問
題
資
料
集
』
ソ
ウ
ル
、
大
韓
民
國
國
會
圖
書
館
、
一
九
七
五
年
、
序
文
。

（
21
） 

内
藤
虎
次
郎
「
韓
国
東
北
疆
界
攷
略
」
一
九
〇
七
年
、
内
藤
湖
南
全
集
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
。

「
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
概
況
」
執
筆
班
『
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
概
況
』
延
吉
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
／
大
村
益
夫
訳
『
中
国
の
朝
鮮

族
』
む
く
げ
の
会
、
一
九
八
七
年
。

在
哈
爾
浜
朝
鮮
總
督
府
内
務
局
派
遣
員
編
『
北
滿
在
住
朝
鮮
人
ノ
状
況
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
内
務
局
、
一
九
二
二
年
。

在
外
朝
鮮
人
事
情
研
究
會
編
『
南
滿
及
び
東
蒙
朝
鮮
人
事
情
』
上
・
下
、
京
城
、
在
外
朝
鮮
人
事
情
研
究
會
、
一
九
二
二
│
二
三
年
。

四
〇



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
五
三
）

滿
鐵
庶
務
部
調
査
課
『
在
滿
朝
鮮
人
の
現
況
』
大
連
、
南
滿
洲
鐵
道
庶
務
部
調
査
課
、
一
九
二
三
年
。

牛
丸
潤
亮
・
村
田
懋
麿
編
『
最
近
間
島
事
情　

附
・
廬
支
移
住
鮮
發
達
史
』
京
城
、
朝
鮮
及
朝
鮮
人
社
出
版
局
、
一
九
二
七
年
／
龍
渓
書
舎
、

二
〇
〇
二
年
。

朝
鮮
總
督
府
警
務
局
『
間
島
問
題
の
経
過
と
移
住
鮮
人
』
京
城
、
朝
鮮
總
督
府
警
務
局
、
一
九
三
一
年
。

拓
務
省
大
臣
官
房
文
書
課
『
滿
洲
と
朝
鮮
人
』
拓
務
省
大
臣
官
房
文
書
課
、
一
九
三
三
年
。

東
洋
協
會
調
査
部
『
朝
鮮
農
民
の
滿
洲
移
住
問
題
』
東
洋
協
會
、
一
九
三
七
年
。

田
川
孝
三
「
清
緒
初
年
朝
鮮
越
境
流
民
問
題
」、
市
古
教
授
退
官
記
念
論
叢
編
集
委
員
会
編
『
論
集
近
代
中
国
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
一

年
。《

朝
鮮
族
簡
史
》
編
写
組
編
『
朝
鮮
族
簡
史
』
延
吉
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

金
賛
汀
『
日
の
丸
と
赤
い
星

│
中
国
大
陸
の
朝
鮮
族
を
訪
ね
て
』
情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局
、
一
九
八
八
年
。

『
間
島
地
域　

韓
國
民
族
闘
争
史
』
日
本
の
韓
国
侵
略
史
料
集
、
一
二
冊
、
ソ
ウ
ル
、
高
麗
書
林
、
一
九
八
九
年

│
日
本
公
式
資
料
の
抜
萃
し

た
も
の
。

高
勇
主
編
『
堅
実
的
足
跡

│
来
自
延
辺
企
業
思
想
政
治
工
作
中
的
報
告
』
延
吉
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

梁
泰
鎮
『「
一
九
〇
二
年
」
間
島
邊
界
戸
籍
案
』
ソ
ウ
ル
、
法
經
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

キ
ム
・
チ
ョ
ン
ミ
『
中
国
東
北
部
に
お
け
る
抗
日
朝
鮮
・
中
国
民
衆
史
序
説
』
現
代
企
画
室
、
一
九
九
二
年
。

『
ミ
レ
（
未
来
）
編
集
部
編
『
在
外
朝
鮮
民
俗
を
考
え
る

│
ア
メ
リ
カ
・
旧
ソ
連
・
中
国
・
日
本
か
ら
の
報
告
』
東
方
出
版
、
一
九
九
四
年
。

高
崎
宗
司
『
中
国
朝
鮮
族

│
歴
史
・
生
活
・
文
化
・
民
族
教
育
』
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
。

李
鴻
文
『
三
〇
年
代
朝
鮮
共
産
主
義
者
在
中
国
東
北
』
長
春
、
津
北
師
范
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。

河
合
和
男
・
他
編
『
論
集
朝
鮮
近
現
代
史

│
姜
在
彦
古
稀
記
念
論
文
集
』
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
。

鶴
嶋
雪
嶺
『
中
国
朝
鮮
族
の
研
究
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
。

鄭
雅
英
『
中
国
朝
鮮
族
の
民
族
関
係
』
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
一
九
九
七
年
。

四
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
四
）

姜
龍
範
『
近
代
中
朝
日
三
國
對
間
島
朝
鮮
人
的
政
策
研
究
』
牡
丹
江
、
黒
龍
江
朝
鮮
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

藤
原
書
店
編
集
部
編
『
満
洲
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

櫻
井
龍
彦
『
東
北
ア
ジ
ア
朝
鮮
民
族
の
多
角
的
研
究
』
ユ
ニ
テ
、
二
〇
〇
四
年
。

中
国
朝
鮮
族
研
究
会
編
『
朝
鮮
族
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
と
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

│
「
ア
ジ
ア
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め

て
』
ア
ジ
ア
経
済
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
。

柏
崎
千
佳
子
監
訳
『
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
の
コ
リ
ア
ン

│
北
米
・
東
ア
ジ
ア
・
中
央
ア
ジ
ア
』
新
幹
社
、
二
〇
〇
七
年
。

滝
沢
秀
樹
『
朝
鮮
民
族
の
近
代
国
家
形
成
史
序
説

│
中
国
東
北
と
南
北
朝
鮮
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

李
海
燕
『
戦
後
の
「
満
州
」
と
朝
鮮
人
社
会

│
越
境
・
周
縁
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。

（
22
） 

東
洋
拓
殖
株
式
会
社
『
間
島
事
情
』
京
城
、
東
洋
拓
殖
株
式
會
社
、
一
九
一
八
年
。

「
間
島
問
題
一
件
」
日
本
外
交
文
書
第
四
〇
卷
第
二
冊
、
外
務
省
、
一
九
六
一
年
。

李
喆
珪
編
『
間
島
領
有
權
關
係
抜
萃
文
書
』
日
本
外
務
省
陸
海
軍
省
文
書
第
一
輯
、
ソ
ウ
ル
、
大
韓
民
國
國
會
圖
書
館
、
一
九
七
六
年
。

幣
原
坦
「
間
島
國
境
問
題
」、
東
洋
協
會
調
査
部
編
『
東
洋
協
會
調
査
部
學
術
報
告
』
東
洋
協
會
、
一
九
〇
九
年
。

篠
田
治
策
『「
間
島
問
題
」
の
回
顧
』
大
連
、
中
日
文
化
教
會
、
一
九
三
〇
年
。

篠
田
治
策
「
統
監
府
間
島
派
出
所
の
事
蹟
概
要
」、
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
會
編
『
滿
朝
史
論
叢

│
稲
葉
博
士
還
暦
記
念
』
京
城
、
稲
葉
博
士
還

暦
記
念
會
、
一
九
三
八
年
。

東
亞
經
濟
調
査
局
『
間
島
問
題
の
經
緯
』
東
亞
經
濟
調
査
局
、
一
九
三
一
年
。

白
山
學
會
編
『
間
島
領
有
權　

問
題　

論
攷
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

崔
長
根
「
韓
国
統
監
伊
藤
博
文
の
間
島
政
策

│
統
監
府
派
出
所
の
設
置
決
定
の
経
緯
」
一
・
二
、
法
學
新
報
、
第
一
〇
二
巻
第
七
・
八
号
、
第

九
号
、
二
〇
〇
一
年
。

白
榮
助
『
東
ア
ジ
ア
政
治
・
外
交
史

│
「
間
島
協
約
」
と
裁
判
管
轄
権
』
大
阪
経
済
法
科
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
。

（
23
） 

林
正
和
「
間
島
問
題
に
関
す
る
日
清
交
渉
の
経
緯
」
駿
台
史
学
、
第
一
〇
号
、
一
九
六
〇
年
。

四
二



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
五
五
）

趙
興
元
「
徐
世
昌
与
円
延
吉
辺
務
交
渉
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
〇
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
一
年
。

春
日
「
清
末
中
朝
日
〝
間
島
問
題
〞
交
渉
之
原
委
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
二
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
二
年
。

白
榮
勛
『
東
ア
ジ
ア
政
治
・
外
交
史
研
究

│
「
間
島
協
約
」
と
裁
判
管
轄
権
』
大
阪
経
済
法
科
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
。

（
24
） 
篠
田
治
策
『
白
頭
山
定
界
碑
』
樂
浪
書
院
、
一
九
三
八
年
、
二
八
二
│
三
頁
。

（
25
） 

南
滿
洲
鐵
道
總
務
部
調
査
課
『
歐
洲
戰
争
ト
揚
子
江
流
域
ニ
於
け
る
列
國
ノ
貿
易
・
間
島
事
情
・
間
島
ニ
於
ケ
ル
水
稻
』
大
連
、
南
滿
洲
鐵
道

總
務
部
調
査
課
、
一
九
一
八
年
。

（
26
） 

朴
昌
昱
「
試
論
朝
鮮
族
的
遷
入
及
其
歴
史
上
限
問
題
」
朝
鮮
族
研
究
論
叢
、
第
一
号
、
一
九
四
八
年
。

朴
昌
昱
・
延
辺
大
学
民
族
研
究
所
編
「
朝
鮮
族
研
究
論
叢
」
第
一
号
・
第
二
号
、
延
吉
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

西
重
信
「「
北
朝
鮮
ル
ー
ト
論
」
と
朝
鮮
人
の
間
島
移
住
」
關
西
大
學
經
濟
論
集
、
第
三
七
巻
第
四
号
、
一
九
六
七
年
。

松
本
英
紀
「
宋
教
仁
と
「
間
島
」
問
題

│
「
愛
国
」
的
革
命
運
動
の
軌
跡
」、『
東
洋
史
論
叢

│
三
田
村
博
士
古
稀
記
念
』
立
命
館
大
学
人
文

学
会
、
一
九
八
〇
年
。

韓
俊
光
・
延
辺
朝
鮮
歴
史
研
究
所
編
『
中
国
朝
鮮
族
遷
入
史
論
文
集
』
哈
爾
浜
、
黒
龍
江
朝
鮮
民
族
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。

金
盛
煥
『
近
代
東
ア
ジ
ア
の
政
治
力
学

│
間
島
を
め
ぐ
る
日
中
朝
関
係
の
史
的
展
開
』
錦
正
社
、
一
九
九
一
年
。

朴
晶
『
中
国
朝
鮮
族
歴
史
研
究
』
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、

鶴
嶋
雪
嶺
『
中
国
朝
鮮
族
の
研
究
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
。

（
27
） 

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
・
人
文
科
学
院
編
『
白
頭
山
資
料
集
』
日
朝
友
好
資
料
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
、
五
頁
以
降
。

（
28
） 

秋
月
望
「
朝
清
境
界
問
題
に
み
ら
れ
る
朝
鮮
の
「
領
域
観
」

│
「
勘
界
会
談
」
後
か
ら
日
露
戦
争
期
ま
で
」、
朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
の

領
域
観
と
自
己
認
識

│
前
近
代
と
近
代
と
の
接
点
』
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
第
四
〇
巻
、
朝
鮮
史
研
究
会
、
二
〇
〇
二
年
。

（
29
） 

『
朝
鮮
暴
徒
討
伐
誌
』
京
城
、
駐
鮮
駐
箚
軍
司
令
部
、
一
九
一
三
年
、
九
四
頁
。

（
30
） 

金
成
鎬
『
一
九
三
〇
年
代
延
邊
「
民
生
團
事
件
」
研
究
』
ソ
ウ
ル
、
白
山
資
料
院
、
一
九
九
九
年
。

金
成
鎬
『
東
満
抗
日
革
命
闘
争
特
殊
性
研
究

│
一
九
三
〇
年
《
民
生
団
事
件
》
を
中
心
に
』
牡
丹
江
、
黒
龍
江
朝
鮮
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
六

四
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
六
）

年
。

（
31
） 

金
鉄
星
「
新
民
主
主
義
・
革
命
時
期
中
国
共
産
党
対
朝
鮮
自
治
政
策
的
歴
史
考
」、『
朝
鮮
族
研
究
論
集
』
第
四
号
、
延
吉
、
延
辺
大
学
出
版
社
、

一
九
九
一
年
。

和
田
春
樹
『
金
日
成
と
満
州
抗
日
闘
争
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
。

楊
昭
全
編
『
中
国
境
内
韓
国
反
日
独
立
運
動
史
（
一
九
一
〇
│
四
五
）』
長
春
、
吉
林
省
社
会
科
学
院
、
一
九
九
七
年
。

（
32
） 

鄭
雅
英
『
中
国
朝
鮮
族
の
民
族
関
係
』
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
33
） 

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
・
人
文
科
学
院
編
『
白
頭
山
資
料
集
』
日
朝
友
好
資
料
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
、
八
一
│
九
〇
頁
。

3　

中
国
・
朝
鮮
国
境
条
約

1
、
一
九
六
二
年
中
国
・
朝
鮮
国
境
条
約

中
国
と
北
朝
鮮
は
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
三
日
国
境
会
談
を
行
い
、
一
二
日
国
境
条
約
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
三
年
三
月

二
〇
日
国
境
議
定
書
が
調
印
さ
れ
た
。
交
渉
は
極
め
て
難
し
く
、
そ
れ
は
、
間
島
条
約
を
含
め
た
白
頭
山
平
原
と
図
們
江
の
懸
案
事
項
を

解
決
す
る
と
い
う
難
問
の
解
決
に
あ
っ
た
。

ま
ず
、
国
境
条
約
の
基
本
規
定
を
引
用
す
る
。

第
一
条　

締
約
双
方
は
、
両
国
の
境
界
を
、
以
下
の
通
り
確
定
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

1
、
白
頭
山
の
天
池
上
の
境
界
線
は
、
白
頭
山
上
の
点
池
を
一
周
す
る
山
の
背
の
南
西
段
二
五
二
〇
高
地
と
二
六
六
四
高
地
間
の
鞍

部
の
大
体
の
中
心
点
か
ら
始
ま
り
、
直
線
で
東
北
に
向
け
天
池
を
横
断
し
、
対
岸
の
山
の
背
二
六
二
八
高
地
と
二
六
八
〇
高
地
間
の
大

四
四



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
五
七
）

体
の
中
心
部
で
終
わ
る
。
そ
の
西
北
部
は
中
国
、
及
び
東
南
部
は
朝
鮮
に
属
す
る
。

2
、
天
池
以
南
の
境
界
線
は
、
上
記
の
二
五
二
〇
高
地
と
二
六
六
四
高
地
間
の
鞍
部
に
大
体
の
中
心
部
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
山
の
背

に
沿
っ
て
南
東
方
向
の
最
南
端
の
一
点
に
至
り
、
そ
の
後
は
、
山
の
背
を
離
れ
て
直
線
で
東
南
方
向
へ
向
い
、
二
四
六
九
高
地
以
東
の

鴨
緑
江
上
流
と
当
高
地
か
ら
最
寄
り
の
小
支
流
上
の
一
点
で
終
わ
る
。
そ
の
境
界
線
は
、
小
支
流
の
水
流
の
中
心
線
か
ら
下
流
へ
下
り
。

小
支
流
が
鴨
緑
江
へ
流
入
す
る
地
点
に
至
る
。

3
、
上
記
の
二
〇
七
一
高
地
以
降
の
鴨
緑
江
上
流
と
当
高
地
に
最
寄
り
の
一
小
支
流
の
鴨
緑
江
入
口
か
ら
鴨
緑
江
出
口
ま
で
は
、
鴨

緑
江
を
境
界
線
と
す
る
。
鴨
緑
江
の
出
口
の
と
こ
ろ
は
、
朝
鮮
の
小
多
獅
島
の
最
南
端
か
ら
薪
島
北
端
を
経
て
、
中
国
の
大
東
溝
以
南

の
突
端
最
南
端
を
結
ぶ
直
線
を
、
鴨
緑
江
と
黄
海
の
分
界
線
と
す
る
。

4
、
天
池
以
東
の
境
界
線
は
、
上
記
の
背
上
の
二
六
二
八
高
地
と
二
六
八
〇
高
地
の
間
の
鞍
部
の
大
体
の
中
心
部
か
ら
始
ま
り
、
東

へ
朝
鮮
で
二
一
一
四
口
に
至
り
、
ま
た
直
線
で
一
九
九
二
高
地
へ
、
さ
ら
に
直
線
で
一
九
五
六
高
地
を
経
て
一
五
六
二
高
地
へ
、
又

一
三
三
二
口
へ
、
さ
ら
に
直
線
で
図
們
江
上
流
の
紅
土
水
と
北
側
の
一
支
流
と
の
合
流
地
点
の
一
二
八
三
高
地
以
北
に
至
る
。
こ
の
境

界
線
は
、
紅
土
水
の
水
流
中
心
線
を
下
り
、
紅
上
水
（
小
河
）
と
弱
流
河
の
合
流
す
る
地
点
に
至
る
。

5
、
紅
上
水
と
弱
流
河
の
合
流
す
る
地
点
か
ら
中
朝
国
境
東
端
の
終
点
ま
で
は
、
図
們
江
を
境
界
線
と
す
る
。

第
二
条　

締
約
双
方
は
、
境
界
線
と
な
っ
て
い
る
河
川
の
な
か
の
島
嶼
と
砂
洲
を
、
以
下
の
規
定
に
よ
り
区
分
す
る
こ
と
に
、
同
意

す
る
。

1
、
本
条
約
が
締
結
さ
れ
る
以
前
、
既
に
一
方
の
公
民
が
居
住
又
は
開
墾
し
た
島
嶼
と
砂
洲
は
、
既
成
の
一
方
の
領
土
と
し
、
再
度
、

変
更
し
な
い
。

四
五
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五
十
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第
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号
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二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
五
八
）

2
、
本
条
約
の
前
項
に
言
及
し
た
以
外
の
島
嶼
と
砂
洲
に
関
し
て
は
、
中
国
側
の
岸
に
近
寄
っ
て
い
る
も
の
は
中
国
に
属
し
、
朝
鮮

側
の
岸
に
近
寄
っ
て
い
る
も
の
は
朝
鮮
に
属
す
る
。
両
岸
の
真
中
に
位
置
す
る
も
の
は
、
双
方
の
協
議
に
よ
っ
て
、
そ
の
帰
属
を
確
定

す
る
。

3
、
一
方
の
河
岸
と
所
属
の
島
嶼
の
間
に
位
置
す
る
島
嶼
と
砂
洲
に
関
し
て
は
、
他
方
の
河
岸
に
近
寄
っ
て
い
る
か
、
又
は
両
岸
の

真
中
に
位
置
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
の
所
有
と
す
る
。

4
、
本
条
約
の
締
結
後
、
境
界
線
に
な
っ
て
い
る
河
川
の
な
か
に
新
た
な
島
嶼
と
砂
洲
が
現
れ
た
場
合
、
本
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
帰
属
を
確
認
す
る
。

第
三
条　

締
約
双
方
は
、
以
下
の
事
項
に
同
意
す
る
。

1
、
鴨
緑
江
と
図
們
江
上
の
境
界
線
の
幅
は
、
い
か
な
る
時
期
で
も
、
水
面
の
幅
を
基
準
と
す
る
。
両
国
間
の
境
界
線
と
な
っ
て
い

る
河
川
は
、
両
国
の
共
有
で
あ
り
、
両
国
が
共
同
し
て
管
理
し
使
用
す
る
。
そ
こ
に
は
、
航
行
、
漁
猟
、
及
び
河
水
の
使
用
を
含
む
。

2
、
鴨
緑
江
出
口
以
外
の
中
朝
両
国
海
域
の
区
分
は
、
江
海
分
界
線
の
東
経
一
二
四
度
一
〇
分
六
秒
の
一
点
か
ら
始
ま
り
、
大
体
、

南
方
向
の
公
海
ま
で
の
直
線
を
、
両
国
の
海
上
分
界
線
と
す
る
。
西
側
の
海
域
は
中
国
に
属
し
、
東
側
の
海
域
は
朝
鮮
に
属
す
る
。

3
、
鴨
緑
江
出
口
の
江
海
分
界
線
を
除
い
て
、
東
経
一
二
三
度
五
九
分
か
ら
東
経
一
二
四
度
二
六
分
ま
で
の
間
の
海
域
は
、
両
国
の

い
っ
さ
い
の
船
舶
が
自
由
に
航
行
で
き
、
制
限
を
受
け
な
い
。

第
四
条　

締
約
双
方
は
、
以
下
の
事
項
に
同
意
す
る
。

1
、
本
条
約
の
締
結
後
、
直
ち
に
両
国
国
境
連
合
委
員
会
を
設
立
し
、
本
条
約
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
境
を
探
査
し
、
境
界
の
木
造

標
識
を
建
て
る
と
同
時
に
、
境
界
と
な
っ
て
い
る
河
川
の
な
か
の
島
嶼
と
砂
洲
の
帰
属
を
確
定
す
る
。
そ
の
後
は
、
議
定
書
草
案
を
一

四
六



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
五
九
）

通
作
成
し
、
国
境
地
図
を
作
製
す
る
。

さ
ら
に
、
国
境
議
定
書
を
抜
萃
し
て
引
用
す
る
。

第
一
条　

中
朝
両
国
の
国
境
は
、
既
に
中
朝
国
境
連
合
委
員
会
が
中
朝
国
境
条
約
（
以
下
、
国
境
条
約
と
言
及
）
の
第
四
条
に
基
づ
き
、

現
地
探
査
を
終
了
し
た
。
双
方
は
、
国
境
条
約
の
第
一
条
一
項
、
二
項
、
及
び
四
項
に
言
及
し
た
白
頭
山
地
区
の
境
界
線
に
関
し
て
探

査
し
、
標
識
を
建
立
し
、
正
式
に
確
定
し
た
。
ま
た
、
国
境
条
約
の
第
一
条
三
項
、
及
び
五
項
に
言
及
し
た
鴨
緑
江
と
図
們
江
に
関
し

て
も
、
探
査
を
し
、
河
川
の
な
か
の
島
嶼
と
砂
洲
の
帰
属
を
確
定
し
、
ま
た
鴨
緑
江
出
口
の
江
と
海
の
分
界
線
を
探
査
し
て
、
三
本
の

標
識
を
建
立
し
た
。
国
境
条
約
の
第
三
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鴨
緑
江
出
口
外
側
の
中
朝
両
国
の
海
上
分
界
線
を
確
定
し
、
し
か

も
具
体
的
に
、
第
三
条
三
項
に
言
及
し
た
鴨
緑
江
出
口
の
江
海
分
界
線
を
除
い
て
、
両
国
の
自
由
航
行
区
域
を
確
定
し
た
。

第
二
条
一
、
本
議
定
書
の
第
一
条
に
言
及
し
た
白
頭
山
地
区
に
建
立
し
た
境
界
標
識
は
、
大
型
と
小
型
の
二
種
類
が
あ
り
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
で
作
成
さ
れ
、
中
心
部
に
は
哲
鉛
を
埋
め
込
む
。
大
型
と
小
型
の
標
識
が
地
面
に
露
出
し
た
高
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
一
二
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

第
四
条　

境
界
河
川
の
な
か
の
島
嶼
と
砂
洲
に
関
し
て
、
そ
の
面
積
が
二
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
、
並
び
に
二
五
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
っ
て
も
、
固
定
さ
れ
使
用
価
値
が
あ
る
も
の
は
、
双
方
が
現
地
探
査
を
経
て
、
国
境
条
約
の
第
二
条
の
規
定

に
基
づ
い
て
、
帰
属
を
確
定
し
た
。
…
…

第
六
条　

本
議
定
書
の
第
一
条
に
言
及
し
た
添
付
地
図
の
縮
尺
は
五
万
分
の
一
で
あ
り
、
中
・
朝
文
の
原
本
と
朝
・
中
文
の
原
本
の

二
種
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
合
計
四
七
枚
で
構
成
さ
れ
る
。
…
…
河
川
の
水
流
中
心
線
が
境
界
線
と
決
め
ら
れ
た
区
間
に
お
い
て
は
、
今

後
、
水
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
も
、
上
記
の
二
万
五
千
分
の
一
の
詳
細
な
地
図
上
に
明
記
し
た
境
界
線
は
、
不
変
と
す
る
。

四
七
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〇
）

白
頭
山
地
区
境
界
線
の
方
向
と
標
識
の
位
置

第
七
条　

白
頭
山
地
区
に
お
け
る
境
界
線
は
、
鴨
緑
江
上
流
と
二
〇
七
一
高
地
（
新
測
定
値
標
高
二
一
五
二
メ
ー
ト
ル
、
添
付
地
図
は
こ

れ
を
基
準
と
す
る
）
以
東
の
最
寄
り
の
一
小
支
流
が
合
流
す
る
地
点
か
ら
始
ま
り
、
白
頭
山
天
池
を
経
て
、
紅
土
水
（
小
河
）
と
弱
流
河

が
合
流
す
る
地
点
に
至
る
区
間
で
、
全
長
は
、
四
五
〇
九
二
・
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
詳
細
な
方
向
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
八
条　

本
議
定
書
の
第
七
条
に
言
及
し
た
白
頭
山
地
区
の
境
界
線
に
お
い
て
、
合
計
二
一
号
、
二
八
本
の
境
界
標
識
を
建
立
し
た
。

…
…両

国
の
境
界
河
川
と
江
海
分
界
線
標
識
の
位
置

第
九
条　

一
、
鴨
緑
江
と
図
們
江
に
お
い
て
、
探
査
さ
れ
た
島
嶼
と
砂
洲
は
合
計
四
五
一
個
、
う
ち
中
国
に
属
す
る
も
の
は
一
八
七

個
、
朝
鮮
に
属
す
る
も
の
は
二
六
四
個
で
あ
る
。

⑴
鴨
緑
江
の
出
口
、
す
な
わ
ち
江
海
分
界
線
か
ら
鴨
緑
江
上
流
と
二
〇
七
一
高
地
（
新
測
定
値
標
高
二
一
五
二
メ
ー
ト
ル
）
以
東
に
最

寄
り
の
支
流
と
の
合
流
地
点
ま
で
の
間
で
、
探
査
さ
れ
た
島
嶼
と
砂
洲
は
合
計
二
〇
五
個
、
う
ち
中
国
に
属
す
る
も
の
は
七
八
個
、
朝

鮮
に
属
す
る
も
の
は
一
二
七
個
で
あ
る
。

第
一
〇
条　

鴨
緑
江
出
口
の
江
海
分
界
線
は
、
朝
鮮
の
小
多
獅
島
最
南
端
の
一
号
江
海
分
界
線
標
識
か
ら
、
直
線
で
朝
鮮
の
薪
島
北

端
の
二
号
江
海
分
界
標
識
を
経
由
し
、
中
国
の
大
東
溝
以
南
の
突
出
部
最
南
端
に
あ
る
三
号
江
海
分
界
標
識
ま
で
に
至
る
。
江
海
分
界

線
の
長
さ
は
二
二
二
四
九
・
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
江
海
分
界
標
識
の
位
置
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
…
…

海
上
分
界
線
と
自
由
航
行
区
域

第
一
二
条　

締
約
双
方
は
、
国
境
条
約
の
第
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
両
国
の
海
上
分
界
線
を
、
以
下
の
通
り
、
定
め
る
。
鴨
緑

四
八



中
国
・
朝
鮮
国
境
の
争
点
（
浦
野
）

（
三
六
一
）

江
出
口
の
江
海
分
海
線
上
、
東
経
一
二
四
度
一
〇
分
〇
六
秒
、
北
緯
三
九
度
四
九
分
四
一
秒
の
点
か
ら
、
直
線
で
東
経
一
二
四
度
〇
九

分
一
八
秒
、
北
緯
三
九
度
四
三
分
三
九
秒
の
点
か
ら
、
直
線
で
東
経
一
二
四
度
〇
六
分
三
一
秒
、
北
緯
三
九
度
三
一
分
五
一
秒
の
点
を

経
由
し
、
公
海
に
至
る
。
こ
の
海
上
分
界
線
を
、
付
図
に
明
記
す
る
。

第
一
三
条　

国
境
条
約
の
第
三
条
三
項
に
言
及
し
た
鴨
緑
江
出
口
の
江
海
分
界
線
を
除
い
て
、
両
国
の
い
っ
さ
い
の
船
舶
が
自
由
に

航
行
で
き
る
区
域
は
、
東
経
一
二
三
度
五
九
分
九
分
以
東
、
東
経
一
二
四
蘇
二
六
分
以
西
、
江
海
分
界
線
か
ら
北
緯
三
九
度
三
〇
分
ま

で
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
領
海
と
朝
鮮
領
海
に
属
す
る
海
域
で
あ
る
。

境
界
線
の
維
持
と
管
理

第
一
四
条　

締
約
双
方
は
、
境
界
標
識
と
江
海
分
界
線
標
識
の
維
持
と
管
理
を
強
化
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
標
識
の
移
動
、
損

失
、
破
壊
を
防
ぐ
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
一
方
的
に
新
し
い
境
界
標
識
と
江
海
分
界
標
識
を
建
立
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
八
条　

締
約
双
方
は
、
本
議
定
書
の
発
効
後
、
三
年
毎
に
白
頭
山
地
区
の
境
界
を
、
五
年
毎
に
境
界
河
川
を
一
回
ず
つ
合
同
検

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
双
方
の
協
議
を
経
て
、
検
査
時
期
の
変
更
、
又
は
一
部
の
境
界
区
間
の
み
に
対
す
る
検
査
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
…
…
」

以
上
の
国
境
条
約
は
、
新
中
国
の
成
立
で
他
の
中
国
・
朝
鮮
条
約
と
同
様
に
、
両
当
事
国
が
対
等
で
締
結
し
た
条
約
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
北
朝
鮮
は
、
天
地
に
対
す
る
根
強
い
要
求
で
、
以
前
の
図
們
江
の
源
流
の
境
界
起
点
か
ら
天
地
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
、
天
地
の
半
分
以

上
、
天
地
の
三
分
の
二
と
そ
の
周
辺
地
域
の
二
八
〇
平
方
キ
ロ
の
領
土
を
取
り
戻
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍
峰
と
さ
れ
る
白
頭
山
最
高

峰
、
白
頭
峰
海
抜
二
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
松
花
江
の
源
流
地
域
が
、
つ
ま
り
一
七
一
二
年
に
清
国
と
合
意
し
て
い
た
定
界
碑
跡
も
、
北
朝

四
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鮮
領
と
な
っ
た
。
但
し
、
丹
池
水
面
は
共
同
利
用
と
さ
れ
、
両
国
と
も
運
航
可

能
と
な
っ
た
。
こ
の
白
頭
山
は
、
金
日
成
の
抗
日
独
立
闘
争
の
舞
台
と
さ
れ
た

聖
地
で
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
の
民
族
的
聖
地
は
、
南
北
朝
鮮
の
対
立
下
に
あ
っ

て
民
族
的
神
話
の
聖
地
と
し
て
の
存
在
で
混
乱
と
矛
盾
を
残
し
て
い
る
。
加
え

て
、
こ
の
間
島
地
域
は
、
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
の
開
国
説
話
の
な
か
の
聖
地
で
、
清

も
女
真
の
歴
史
的
居
住
・
活
動
地
域
で
あ
っ
た
。
新
中
国
は
一
統
シ
ス
テ
ム
の

後
継
者
と
し
て
そ
こ
で
の
支
配
を
捨
象
で
き
る
と
し
た
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、

北
朝
鮮
は
ど
う
い
う
代
償
交
渉
を
し
た
と
い
う
の
か
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
白
頭
山
天
池
と
周
辺
地
域
は
、
間
島
協
約
で
、
日
本
が

南
満
州
の
鉄
道
敷
設
権
を
獲
得
す
る
と
い
う
伏
線
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
な
に

を
意
味
し
た
の
か
。
以
上
の
結
論
は
、
中
国
の
朝
鮮
戦
争
支
援
の
見
返
り
に
、

金
日
成
は
、
中
国
側
に
白
頭
山
の
半
分
と
間
島
地
域
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
1
）

。

2
、
国
境
条
約
論
争

そ
し
て
、
こ
の
国
境
条
約
で
、
図
們
江
源
流
の
境
界
は
、
間
島
条
約
の
石
乙

水
か
ら
紅
土
水
へ
北
上
し
た
。
松
花
江
の
一
支
流
五
道
白
河
上
流
に
黒
石
溝

（
土
門
江
）
を
図
們
江
源
流
の
一
部
と
し
て
条
文
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
念
願
の

図 5　国境条約での北朝鮮支配地域

（出所）「1962年辺界条約で取り戻した朝鮮領」統一日報，1999年10月28日／金

基燥『空白の北朝鮮現代史─白頭山を売った金日成』新潮新書，新潮社，

2003年，139頁。

五
〇
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）

図
們
（
豆
満
）・
土
門
江
別
流
論
の
部
分
的
復
活
と
承
認
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
韓
国
そ
し
て
北
朝
鮮
は
、
一
貫
し
て
別
流
論
に
立
っ
て
間
島

帰
属
論
、
統
監
符
派
出
所
の
設
置
と
朝
鮮
人
の
保
護
を
方
針
と
し
て
き

た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
別
流
論
を
も
っ
て
、
中
国
は
、
間
島
（
延

辺
）
の
支
配
を
法
的
に
確
認
し
、
北
朝
鮮
の
北
伐
／
北
進
を
封
じ
た
。

北
朝
鮮
は
、
白
頭
山
を
取
得
し
て
、
図
們
江
、
す
な
わ
ち
間
島
を
譲
渡

す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
条
約
は
、
白
頭
山
と
図
們
江
の
み
を
規
定
し
て

い
る
（
2
）

。
跨
境
民
族
と
し
て
間
島
の
朝
鮮
人
は
、
間
島
協
約
で
彼
ら
の
地
位
と

権
利
を
保
持
し
て
き
た
。
以
後
、
日
韓
併
合
に
よ
る
朝
鮮
人
の
国
籍
問

題
、
一
九
一
二
年
に
中
華
民
国
国
籍
法
に
よ
る
中
国
へ
の
帰
化
問
題
、

一
九
一
六
年
の
南
満
州
及
び
東
部
内
蒙
古
と
間
島
協
約
と
の
不
整
合
、

解
放
直
後
に
お
け
る
延
辺
に
お
け
る
間
島
帰
属
問
題
、
中
国
共
産
党
と

朝
鮮
人
の
武
装
化
問
題
、
中
国
人
民
解
放
軍
朝
鮮
族
兵
士
の
朝
鮮
人
民

軍
へ
の
編
入
、
朝
鮮
戦
争
で
の
延
辺
朝
鮮
族
の
貢
献
と
自
治
、
中
国
土

地
改
革
と
朝
鮮
族
の
人
民
公
社
化
と
い
っ
た
一
連
の
諸
問
題
に
、
延
辺

朝
鮮
族
は
直
面
し
て
き
た
（
3
）

。

図 6　国境条約での北朝鮮支配地域（中国・北朝鮮分割線）

（出所）北朝鮮地図，中国地図の複写。朝鮮民主主義人民共和国科学院・人文科

学院編『白頭山資料集』日朝友好資料センター，1993年，所収。

五
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図
們
江
下
流
の
朝
鮮
・
ロ
シ
ア
国
境
は
、
江
口
か
ら
一
八
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
上
流
が
河
床
中
央
線
で
あ
る
が
、
下
流
の

一
八
八
六
年
の
琿
春
条
約
に
従
っ
た
中
・
ロ
・
朝
三
国
国
境
起
点
は
一
九
九
八
年
四
月
調
印
さ
れ
、
両
国
の
圧
力
で
一
九
九
六
年
六
月
発

効
し
た
（
4
）

。
現
在
、
図
們
江
開
発
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
は
、
白
頭
山
は
北
方
の
連
峰
ま
で
、
す
べ
て
自
国
領
と
な
っ
た
と
し
て
お
り
、
北
朝
鮮
の
地
図
も
中
国
延
辺

朝
鮮
族
自
治
州
の
地
図
も
、
天
池
の
真
中
に
国
境
線
を
引
い
て
い
て
、
こ
の
点
で
は
矛
盾
は
な
い
が
、
そ
の
東
西
に
引
か
れ
た
直
線
の
国

境
線
が
引
か
れ
、
そ
の
南
部
は
中
国
領
、
北
部
は
北
朝
鮮
領
と
な
る
。
一
方
、
韓
国
で
発
行
の
北
朝
鮮
地
図
で
は
、
天
池
は
す
べ
て
北
朝

鮮
領
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
の
説
明
で
は
、
白
頭
山
の
半
分
と
間
島
の
一
部
が
中
国
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
を
ど
う
解
す

る
か
。

そ
れ
を
報
じ
た
統
一
日
報
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
二
六
日
は
、
北
朝
鮮
は
領
土
を
取
り
戻
し
た
、
と
報
じ
た
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
北
朝
鮮
が
一
九
六
二
年
一
〇
月
中
国
と
締
結
し
た
「
朝
中
辺
界
条
約
」
で
、
ソ
ウ
ル
市
面
積
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
匹
敵
す
る

二
八
〇
平
方
キ
ロ
の
領
土
を
中
国
か
ら
取
り
戻
し
た
こ
と
が
解
っ
た
。

韓
国
も
民
間
研
究
機
関
、
白
頭
文
化
研
究
所
の
李
炯
石
代
表
（
六
二
）
が
二
〇
日
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
同
代
表
が
今

年
夏
の
延
辺
大
学
を
訪
問
し
た
際
に
、
大
学
所
属
の
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
所
長
に
よ
る
「
朝
中
辺
界
条
約
」
に
関
す
る
詳
し
い
資

料
を
入
手
し
て
分
か
っ
た
。

中
国
側
資
料
に
よ
る
と
、「
朝
中
辺
界
条
約
」
は
一
九
六
二
年
一
〇
月
一
二
日
平
壌
で
北
朝
鮮
の
金
日
成
当
時
内
閣
首
班
と
中
国

の
周
恩
来
総
理
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

李
代
表
に
よ
る
と
、
北
朝
鮮
側
は
、
こ
の
条
約
を
通
じ
て
中
国
領
と
な
っ
て
い
た
天
池
の
五
分
の
三
と
そ
の
周
辺
地
域
を
含
め
、

五
二
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二
八
〇
平
方
キ
ロ
を
取
り
戻
し
た
と
い
っ
た
。

同
条
約
に
よ
っ
て
、
海
抜
二
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
誇
る
白
頭
山
（
北
朝
鮮
名
、
将
軍
峰
）
と
松
花
江
の
上
流
地
域
の
一
部
が
朝
鮮
領

に
編
入
さ
れ
、
一
七
一
二
年
李
氏
朝
鮮
の
粛
宗
在
位
の
と
き
、
清
国
と
合
意
し
て
建
て
た
「
定
界
碑
」
の
跡
も
、
北
朝
鮮
領
内
に
収

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
天
池
水
面
は
共
同
利
用
で
合
意
さ
れ
、
両
国
と
も
天
池
で
運
航
可
能
と
な
っ
た
。

李
炯
石
代
表
は
一
九
九
二
年
か
ら
最
近
ま
で
、
朝
中
国
境
線
を
実
地
調
査
し
、
こ
れ
ま
で
境
界
市
石
二
一
個
を
確
認
し
た
。

一
〜
五
号
境
界
碑
は
、
鴨
緑
江
の
発
源
地
か
ら
天
池
西
側
の
白
雲
峰
ま
で
続
い
て
お
り
、
六
〜
二
一
号
碑
は
、
天
池
東
側
稜
線
か

ら
源
地
の
南
側
薬
水
附
近
ま
で
繋
が
っ
て
お
り
、
こ
の
事
実
を
裏
付
け
る
。

「
朝
中
辺
界
条
約
」
を
め
ぐ
っ
て
北
朝
鮮
が
朝
鮮
戦
争
へ
の
参
戦
の
代
価
と
し
て
中
国
に
白
頭
山
の
大
部
分
を
手
渡
し
た
、
朝
中

両
国
は
国
境
線
問
題
で
対
立
し
て
い
る

│
と
の
噂
が
立
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
李
炯
石
代
表
の
調
査
で
、「
疑
惑
」
が
払
拭
さ
れ

る
形
と
な
っ
た
。

同
条
約
に
つ
い
て
、
中
国
は
、
国
内
の
反
発
を
考
慮
し
て
、
条
約
内
容
を
未
だ
に
公
表
し
な
い
と
し
て
い
る
。」

こ
れ
は
、
中
国
側
の
説
明
で
、
白
頭
山
は
北
朝
鮮
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
国
土
の
引
渡
し
で
は
な
い
か
。

北
朝
鮮
は
、
中
国
と
の
貿
易
決
済
で
、
一
九
九
二
年
、
咸
鏡
北
道
厚
石
里
の
イ
ド
リ
島
（
豆
満
江
の
三
角
州
）
を
中
国
に
引
き
渡
し
た
と
、

南
北
問
題
研
究
所
は
、
未
確
認
情
報
と
し
て
伝
え
た
（
5
）

。

内
藤
湖
南
は
、
朝
鮮
帰
属
論
を
提
起
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
地
勢
上
、
朝
鮮
人
が
自
然
に
間
曠
地
帯
の
東
半
分
に
入
植
し
た
現
実
に

負
っ
て
い
る
（
6
）

。
津
田
左
右
吉
は
、
高
麗
東
北
境
開
拓
は
北
征
の
一
大
事
業
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
7
）

。
し
か
し
、
そ
の
国
境
解
決
は
国
境
政

治
の
政
治
交
渉
で
あ
っ
た
。
こ
の
交
渉
は
、
ビ
ル
マ
の
国
境
画
定
及
び
国
境
地
域
の
治
安
と
維
持
の
解
決
に
お
け
る
と
同
様
に
、
中
国
に

五
三
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と
っ
て
も
大
き
な
懸
案
の
解
決
で
あ
り
、
た
め
に
周
恩
来
総
理
が
自
ら
解
決
を
主
導
し
た
。

中
国
に
と
り
、
同
じ
問
題
は
、
ビ
ル
マ
と
の
間
で
存
在
し
た
。

中
国
・
ビ
ル
マ
・
ル
ー
ト
は
、
日
中
戦
争
で
中
国
の
出
口
と
し
て
注
目
さ
れ
た
が
、
そ
こ
は
、
元
来
、
歴
史
的
に
往
来
の
ル
ー
ト
で

あ
っ
た
。
ビ
ル
マ
族
の
祖
先
は
紀
元
前
九
〇
〇
年
頃
、
中
国
西
部
地
方
よ
り
南
下
し
、
イ
ラ
ワ
ジ
河
下
流
で
ブ
ロ
ー
ム
国
を
建
立
し
た
。

他
方
、
マ
レ
ー
半
島
か
ら
モ
ン
族
が
進
出
し
、
タ
ラ
イ
ン
国
を
興
し
、
古
代
ブ
ロ
ー
ム
国
を
滅
ぼ
し
た
。
ビ
ル
マ
族
の
別
派
が
タ
ラ
イ
ン

国
を
駆
逐
し
て
、
パ
ガ
ン
朝
の
基
礎
が
築
か
れ
、
そ
し
て
シ
ャ
ン
族
も
制
定
し
て
統
一
に
成
功
し
た
一
方
、
そ
こ
で
は
、
雲
南
問
題
と
し

て
中
国
と
の
辺
境
主
権
論
争
が
続
い
た
。
班
洪
領
有
事
件
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
こ
の

族
・
阿

族
工
作
を
行
い
、

一
九
三
四
年
こ
の
地
域
を
占
領
し
、
一
九
四
一
年
阿

山
に
ビ
ル
マ
・
ル
ー
ト
と
国
境
線
を
引
い
た
。
英
国
が
ビ
ル
マ
を
統
治
し
て
以
後
、

英
国
は
中
国
と
の
国
境
交
渉
に
入
っ
た
が
、
成
功
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
中
国
は
、
周
恩
来
総
理
が
自
ら
新
生
ビ
ル
マ
と
訪
問
外
交

を
重
ね
、
辺
境
国
境
交
渉
に
入
り
、
一
九
六
一
年
国
境
は
画
定
さ
れ
、
阿

地
域
の
班
洪
地
区
は
中
国
領
と
な
っ
た
（
8
）

。

（
1
） 

金
基
燥
『
空
白
の
北
朝
鮮
現
代
史

│
白
頭
山
を
売
っ
た
金
日
成
』
新
潮
新
書
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
一
頁
以
降
。

（
2
） 

裵
淵
弘
『
中
朝
国
境
を
ゆ
く

│
全
長
一
三
〇
〇
キ
ロ
の
魔
境
』
中
公
新
書
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
。
同
書
は
、「
東
北
工
程
」
と

中
韓
歴
史
論
争
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
主
題
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
小
説
は
、
金
辰
明
、
夏
香
夏
訳
『
中
国
が
北
朝
鮮
を
呑
み
こ
む
日
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
七
年
で
あ
る
。

D
aniel G

om
a, “T

he C
hinese-K

orean B
order Issue: A

nalysis of a C
ontested F

rontier,” A
sian

 S
u

rvey, V
ol. 46 N

o. 6, 2006.

西
重
信
「
中
朝
国
境
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
、
第
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
。

（
3
） 

安
藤
彦
太
郎
「
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州

│
旧
「
間
島
」
の
歴
史
と
現
実
」
中
国
研
究
月
報
、
第
一
九
三
号
、
一
九
六
四
年
。

五
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国
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朝
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）

（
三
六
七
）

金
永
万
・
戴
維
翰
・
金

国
『
延
辺
社
會
主
義
民
族
関
係
的
形
成
和
発
展
』
延
吉
、
延
辺
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
『
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
史
』
上
・
下
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
。

亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
編
『
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
の
社
会
・
経
済
の
変
容
と
適
応
』
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
。

（
4
） 
岩
下
明
裕
『
中
・
ロ
国
境
四
〇
〇
〇
キ
ロ
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

（
5
） 

南
北
問
題
研
究
所
、
李
洪
在
訳
『
北
朝
鮮
暗
黒
帝
国
の
最
期
』
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
社
、
一
九
九
四
年
、
一
二
一
頁
。

（
6
） 

内
藤
湖
南
「
間
島
問
題
私
見
」
内
藤
湖
南
全
集
第
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
。

（
7
） 

津
田
左
右
吉
「
尹
權
政
略
地
域
考
」、「
高
麗
松
に
於
け
る
東
北
境
の
開
拓
」
津
田
左
右
吉
全
集
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
。

（
8
） 

朱
孟
震
『
西
南
夷
風
土
記
』
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
／
台
北
、
廣
文
書
局
、
一
九
六
九
年
／
『
中
國
西
疆
地
誌
』
中
文
出
版
社
、

一
九
六
九
年
／
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

張
鵬
岐
『
雲
南
外
交
問
題
』
上
海
、
商
務
新
書
館
、
一
九
三
七
年
。

張
誠
孫
『
中
英
滇
緬
疆
界
問
題
』
北
京
、
哈
佛
燕
京
學
社
、
一
九
三
七
年
／
燕
京
大
学
燕
京
學
報
専
號
、
台
北
、
東
方
文
化
書
店
、
一
九
七
三
年
。

ニ
コ
ル
・
ス
ミ
ス
、
救
仁
郷
繁
訳
『
滇
緬
公
路

│
雲
南
・
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
視
察
記
』
萬
里
閣
、
一
九
四
〇
年
／
木
川
正
男
訳
『
ビ
ル
マ
・
ロ
ー

ド
』
文
明
社
、
一
九
四
一
年
。

姚
文
楝
『
雲
南
省
雲
南
勘
界
籌
邊
記
』
一
八
九
二
年
、
中
國
方
志
叢
書
、
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
六
七
年
。

劉
伯
奎
子
編
『
中
緬
界
務
問
題
』
重
慶
、
正
中
書
局
、
一
九
四
六
年
／
新
加
坡
、
南
洋
學
會
、
一
九
八
一
年
／
『
近
現
代
中
國
邊
疆
界
務
資
料
』

續
編
、
香
港
、
蝠
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。

黄
祖
文
「
乾
隆
年
間
中
緬
辺
境
之
役
」
四
川
大
学
学
報
、
一
九
八
八
年
第
二
期
。

戚
基
耶
基
紐
『
四
個
次
期
的
中
緬
関
係
』
昆
明
、
徳
宏
民
族
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。

秦
和
平
「

的
歴
程

│
清
末
滇
緬
界
務
交
渉
之
回
顧
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
五
年
第
三
期
。

王
介
南
・
王
全
珍
『
中
緬
友
好
両
千
年
』
昆
明
、
徳
宏
民
族
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。

寥
心
文
「
解
決
辺
界
問
題
的
典
苑
」
党
史
文
献
、
一
九
九
六
年
第
四
期
。

五
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
六
八
）

林
超
民
「
明
代
雲
南
辺
疆
問
題
述
論
」
中
国
辺
疆
研
究
通
報
、
第
二
集
、
一
九
九
八
年
。

余
定
邦
『
中
緬
関
係
史
』
北
京
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

賀
経
達
「
嘉
靖
松
年
至
万
歴
年
間
的
中
緬
及
び
其
影
響
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
二
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
二
年
。

朱
昭
華
「
薛
福
成
与
滇
緬
辺
界
談
判
再
研
究
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
四
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
四
年
。

楊
煜
達
・
楊
枝
慧
芳
「
華
馬
礼

│
一
六
│
一
九
世
紀
中
緬
辺
界
的
主
権
之
争
」
中
国
辺
疆
界
的
主
権
之
争
」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
第
一
四
巻

第
二
期
、
二
〇
〇
四
年
。

周
恩
来
「
関
于
中
緬
辺
界
問
題
的
報
告
」
人
民
日
報
、
一
九
五
七
年
七
月
一
〇
日
。

王
善
中
「
論
述
《
中
華
人
民
共
和
国
緬
甸
聯
邦
辺
界
条
約
》」
中
国
辺
疆
史
地
研
究
、
一
九
九
七
年
第
二
期
。

丸
山
鋼
二
「
中
国
・
ビ
ル
マ
の
国
交
樹
立
に
つ
い
て
」
文
教
大
学
国
際
学
部
紀
要
、
第
一
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
。 五

六
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